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３ 基地と市民生活

（１）騒 音 問 題

【経過と対応】

終戦後、旧陸軍多摩飛行場は米軍に接収され、横田基地と改称されて米軍基地として機能するよ

うになり、航空機騒音の態様は大きく変化した。

米軍が使用するようになり、基地は拡大され、朝鮮戦争の間にＢ－２９等の爆撃機の離発着によ

る騒音が増大してきた。このころから航空機の大型化、ジェット化も進み、基地は更に拡大されて、

本土における重要な基地となった。

昭和３８年１２月には、騒音のひどいＦ－１０５Ｄが板付基地から移駐するとの発表があり、移

駐の反対運動が起こるなど、航空機の騒音が大きな問題となってきた。このような中で、昭和３８

年から小中学校の防音工事（鉄筋コンクリート改築）が行われるようになった。

また、昭和３８年１１月日米合同委員会の下に、在日米軍の横田、板付基地の騒音問題を検討の

対象とした航空機騒音対策分科委員会が開催され、この分科委員会から提出された勧告に基づき、

日米合同委員会は、昭和３９年４月１７日にガイドラインともいうべき「横田飛行場周辺に係る航

空機騒音の軽減措置」を承認した。これにより、昭和３９年に戦闘機の消音装置が設置されたが、

こうした措置を行っても騒音問題が完全に解消される訳ではなく、ベトナム戦争の激化等により、

騒音問題はより深刻なものとなっていった。隣接の昭島市では、集団移転も行われた。

昭和４６年５月には、Ｆ－４戦闘機部隊が沖縄に移駐し、基地騒音からの解放が期待されたが、

代わりにＣ－１４１、Ｃ－５Ａ等の大型輸送機や米軍チャーターの民間輸送機の発着が増え、昭和

５０年９月には、嘉手納基地から１６機のＣ－１３０が移駐し、更に平成元年９月と１２月には再

三の中止要請にもかかわらず、Ｃ－９が３機とＣ－１３０が４機、フィリピンのクラーク基地から

移駐された。

昭和５８年１月からは、米空母艦載機による離発着訓練が始まり、市街地上空での旋回訓練が開

始された。新たな騒音問題が発生し、市では、東京都並びに横田基地周辺市町とも連携を図りなが

ら国（外務省、防衛庁、防衛施設庁等）、アメリカ大使館及び在日米軍に対し米空母による離着陸

訓練の中止要請を行なった。なお、平成１２年９月以後横田基地では艦載機の離発着訓練は行われ

ていない。

また、夜間・早朝における飛行制限時間の拡大、土、日、日本の祝日、盆、年末年始及び入試等

特別な日の飛行、エンジンテストの禁止についても要請を行っている。

ア．航空機騒音に係る環境基準

環境基本法第１６条の規定に基づく騒音に係る環境上の条件のうち、航空機騒音に係る基準に

ついての告示がなされ（昭和４８年１２月）、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえ

で維持することが望ましい航空機騒音に係る基準及び達成期間が示され、騒音の評価指標として

ＷＥＣＰＮＬが採用されてきた。

しかし、近年、騒音測定機器が技術的に進歩し、また、国際的にも騒音の評価には等価騒音レ

ベルを基本とした評価指標が採用されている。
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注３： 昭和４６年５月戦闘機部隊が沖縄等に移駐 
注４： KPCP 計画発表 
注５： 昭和４８年６月在日米軍が立川基地等の７６３名の解雇を発表 
注６： 昭和４９年６月在日米軍が府中空軍施設等の６３２名の解雇を発表 

昭和４９年１１月在日米軍司令部等が横田基地に移駐 
注７： 昭和５２年１２月立川基地返還 
注８： 昭和６３年７月からフィリピンクラーク基地からの部隊移駐開始 
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このような動向を踏まえ、平成 年 月 日から騒音の評価指標がＷＥＣＰＮＬから時間帯

補正等価騒音レベルＬ に改正された。

１．環境基準は、地域の類型ごとにⅠとⅡの区域があり、

「Ⅰ」は、専ら住居の用に供される地域で、基準値５７デシベル（７０ＷＥＣＰＮＬ）以下

「Ⅱ」は、Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域で、基準値は６２デシ

ベル（７５ＷＥＣＰＮＬ）以下とされている。

※用途地域が決められている地域では、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域を類

型Ⅰの地域、その他が類型Ⅱの地域とされている。

２．達成期間等は、

第一種空港（新東京国際空港を除く）及び福岡空港、第二種空港（福岡空港を除く）等の別に

より期間等が異なっており、次のとおりである。

１ 環境基準は、公共用飛行場の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに次表の達成期間の

欄に掲げる期間で達成され､又は維持されるものとする｡ この場合において、達成期間が５

年を超える地域においては、中間的に同表の改善目標の欄に掲げる目標を達成しつつ､段階的

に環境基準が達成されるようにするものとする。

２ 自衛隊等が使用する飛行場の周辺地域において、平均的な離着陸回数及び機種並びに人家

の密集度を勘案し、当該飛行場と類似の条件にある次表の飛行場の区分に準じて環境基準が

達成され又、維持されるよう努めるものとする。

３ 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、次表の達成期間で環境基準を達成す

ることが困難と考えられる区域においては、当該地域に引き続き居住を希望するものに対し

家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持され

るようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期するものとする。

飛 行 場 の 区 分 達成期間 改 善 目 標

新 設 飛 行 場

直 ち に

既

設

飛

行

場

第三種空港及びこれ

に準ずるもの

第二種空港

福岡空港を除く

Ａ ５年以内

Ｂ
１０年以内

５年以内に７０デシベル未満とすること又

は７０デシベル以上の地域において屋内で

５０デシベル以下にすること。
成田国際空港

第一種空港 成田国際

空港を除く 及び福岡

空港

１０年を

こえる期

間内に可

及的速や

かに

１ ５年以内に７０デシベル未満とすること

又は７０デシベル以上の地域において屋

内で５０デシベル以下とすること。

２ １０年以内に６２デシベル未満とするこ

と又は６２デシベル以上の地域において

屋内で４７デシベル以下とすること。

備考 １．既設飛行場の区分は、環境基準が定められた日における区分とする。
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２．第二種空港の内、Ｂとはターボジェット発動機を有する航空機が定期航空運送業と

して離着陸するものをいい、ＡとはＢを除くものをいう。

３．達成期間の欄に掲げる期間及び各改善目標を達成するための期間は、環境基準が定

められた日から起算する。

東京都における地域類型の指定については、都知事が東京国際空港（昭和５１年１１月）に次い

で、横田飛行場を昭和５３年３月に告示している。（昭和５３年３月３１日告示第３０９号）

なお、横田飛行場は、公共用飛行場の第一種空港に相当するものとされている。

◎ 横田飛行場における地域類型の指定内容

［区域］は、滑走路の北側短辺と南側短辺の中心を結ぶ直線（以下「中心線」という。）から

直角方向に東側２ 、西側３ の地点を通る中心線と平行な２本の直線と東京都と埼玉県との

境界及び八王子市と町田市との境界で囲まれた地域であり、福生市はこの区域内にある。なお、

その中から、米軍に提供されている施設及び区域のある区域が除かれている。

［地域類型］では、Ⅰ－上記区域のうち都市計画法第８条第１項第１号の規定による第一種、

第二種住居専用地域、住居地域並びに同号の規定による用途地域として定められていない地域。

Ⅱ－上記区域のうち都市計画法第８条第１項第１号の規定により定められた近隣商業地域、商業

地域、準工業地域及び工業地域となっている。

◎ 住宅防音工事の助成

横田基地における住宅防音工事の対象区域である第１種区域は（７５Ｗ以上の区域、防衛施

設周辺の生活環境の整備等に関する法律第４条の規定による区域指定の指定）は昭和５９年３

月３１日の最終告示から２０年以上が経過し、その間、横田基地の航空機の騒音状況に変化

（配備機種の変更等による騒音の減少）が見られることから、騒音の実態に即した第１種区域

等の見直しが行われた。（平成１７年１０月２０日告示）

《 区域指定の状況及び対象世帯数（概数）》

第一種区域 ＷＥＣＰＮＬ８５ （昭和５４年８月３１日告示）

ＷＥＣＰＮＬ８０ （昭和５５年９月１０日告示）

ＷＥＣＰＮＬ７５ （昭和５９年３月３１日告示）

第一種区域の見なおし（指定区域の解除）（平成１７年１０月２０日告示）

見直しによる影響

昭和５９年３月３１日現在 平成１７年１０月２０日現在

面 積 ５ ０３０ｈａ ２ ５５０ｈａ

世帯数 ３７ ７９０世帯（推計） ２０ ８００世帯（推計）

第二種区域 第５条による移転の補償等）

ＷＥＣＰＮＬ９０ （昭和５４年８月３１日告示）

第二種区域の見なおし（指定区域の解除）（平成１７年１０月２０日告示）

このような動向を踏まえ、平成 年 月 日から騒音の評価指標がＷＥＣＰＮＬから時間帯

補正等価騒音レベルＬ に改正された。

１．環境基準は、地域の類型ごとにⅠとⅡの区域があり、

「Ⅰ」は、専ら住居の用に供される地域で、基準値５７デシベル（７０ＷＥＣＰＮＬ）以下

「Ⅱ」は、Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域で、基準値は６２デシ

ベル（７５ＷＥＣＰＮＬ）以下とされている。

※用途地域が決められている地域では、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域を類

型Ⅰの地域、その他が類型Ⅱの地域とされている。

２．達成期間等は、

第一種空港（新東京国際空港を除く）及び福岡空港、第二種空港（福岡空港を除く）等の別に

より期間等が異なっており、次のとおりである。

１ 環境基準は、公共用飛行場の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに次表の達成期間の

欄に掲げる期間で達成され､又は維持されるものとする｡ この場合において、達成期間が５

年を超える地域においては、中間的に同表の改善目標の欄に掲げる目標を達成しつつ､段階的

に環境基準が達成されるようにするものとする。

２ 自衛隊等が使用する飛行場の周辺地域において、平均的な離着陸回数及び機種並びに人家

の密集度を勘案し、当該飛行場と類似の条件にある次表の飛行場の区分に準じて環境基準が

達成され又、維持されるよう努めるものとする。

３ 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、次表の達成期間で環境基準を達成す

ることが困難と考えられる区域においては、当該地域に引き続き居住を希望するものに対し

家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持され

るようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期するものとする。

飛 行 場 の 区 分 達成期間 改 善 目 標

新 設 飛 行 場

直 ち に

既

設

飛

行

場

第三種空港及びこれ

に準ずるもの

第二種空港

福岡空港を除く

Ａ ５年以内

Ｂ
１０年以内

５年以内に７０デシベル未満とすること又

は７０デシベル以上の地域において屋内で

５０デシベル以下にすること。
成田国際空港

第一種空港 成田国際

空港を除く 及び福岡

空港

１０年を

こえる期

間内に可

及的速や

かに

１ ５年以内に７０デシベル未満とすること

又は７０デシベル以上の地域において屋

内で５０デシベル以下とすること。

２ １０年以内に６２デシベル未満とするこ

と又は６２デシベル以上の地域において

屋内で４７デシベル以下とすること。

備考 １．既設飛行場の区分は、環境基準が定められた日における区分とする。
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イ．航空機騒音測定

市では航空機騒音の実態を把握するため、市内２カ所に航空機騒音測定機を設置し常時測定を行

っている。

また、東京都でも環境基準の地域類型の指定に伴い横田基地については固定測定地点４カ所（福

生市、昭島市、武蔵村山市、瑞穂町）と移動分布調査を周辺１２カ所の地点で騒音の状況を監視し

ており、基準の達成状況等の把握に努めている。

※福生市については平成７年１０月から測定開始

ａ 市の騒音測定

［測定体制］

生活環境部環境課環境係で担当している。

①離着陸付近

測定場所 福生市大字熊川字武蔵野１ ５７１番地付近（誘導灯付近）

測定機種 リオン株式会社製 リオンＮＡ－３７型

測定条件 ７０ｄＢ以上の音が３秒間継続したものを記録している。

※ 昭和４５年１１月から不定期的に市内各所で測定を行っていたが、定期的な測定を行うた

め、昭和４９年から福生市大字熊川字武蔵野１ ６０３－２の不燃物終末処理場 さつき

園 で測定を開始、しかし、処理場の閉鎖により昭和５４年９月から福生市リサイクルセ

ンター事務所屋上に設置（リオンＮＡ－３０）し、平成７年１０月まで測定を行ってい

たが、より正確な測定を行うため、離着陸直下である誘導灯付近（大字熊川字武蔵野１

５７１番地付近）に設置替（リオンＮＡ－３５）し、１１月から測定を開始した。

なお、平成２５年４月１日には環境基準が改正されたが、福生市では、平成２２年４月１

日より、新基準に対応した現在のリオンＮＡ－３７型で測定している。

②市街地内

測定場所 福生市本町５番地（福生市役所屋上）

測定機種 リオン株式会社製 リオンＮＡ－３７型

測定条件 ７０ｄＢ以上の音が５秒間継続したものを記録している。

※リサイクルセンター（平成７年１１月からは誘導灯付近）の場所は飛行直下にあり、また

福生市の東端でもあるため、住宅地の平均的な位置での測定も必要なことから、市の中心

的な位置という点と上空を航空機が通過する例が多くある点を考慮し、平成２年８月市役

所屋上に測定機を設置し、９月から測定を始めた。

なお、平成２５年４月１日には環境基準が改正されたが、福生市では、平成２２年４月１

日より、新基準に対応した現在のリオンＮＡ－３７型で測定している。

※ｄＢ：デシベル…音の強さを表す単位（音圧レベル）

平成５年１１月１日に改正計量法が施行され、従来「ホン」または「デ

シベル」の両方を使用していたが、国際規格のデシベルに統一された。
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ｂ 東京都の騒音測定

環境局環境改善部大気保全課が担当している。

（固定調査地点は、それぞれ地元市町に委託している。）

測定場所

①固定調査地点

測定場所 ･ 福生市加美平１－２２－１

滑走路北端から南へ１．２ｋｍ、西へ１ ８ｋｍ、福生市立福生第二中学校屋上、

平成７年１０月設置

･ 昭島市田中町１－１７－１

滑走路南端から南へ３ｋｍ、離着陸コース直下、市役所屋上

･ 瑞穂町大字箱根ケ崎６１２

滑走路北端から北へ１ ３ ､ 離着陸コース直下、ＪＡ西多摩瑞穂町農畜産物直

売所

･ 武蔵村山市残堀１－２２－１

滑走路南端から北へ１．４ｋｍ、東へ２．０ｋｍ、第二老人福祉館

測 定 機 デジタル式航空機騒音測定装置

日本音響エンジニアリング 株 製 ＤＬ－１００

測定方法 暗騒音＋１０ｄＢ以上の騒音を記録している。

②分布（移動）調査

測定場所 瑞穂町、羽村市、福生市、立川市、昭島市、八王子市、日野市の１２カ所で測

定

福生市内では、第五小学校で測定している。

測定方法 測定期間は、１測定地点につき１４日間で、騒音の影響範囲の広がりを把握す

るために、飛行コース延長直下の地点、地域を代表する地点、騒音の影響限界

地点等において行う調査

暗騒音＋１０ｄＢ以上の騒音を記録している。

測 定 機 デジタル式航空機騒音測定装置

日本音響エンジニアリング 株 製 ＤＬ－８０／ＰＴ

日本音響エンジニアリング 株 製 ＤＬ－１００／ＰＴ

※暗騒音…航空機や自動車、列車などの特定の発生源からの騒音を対象として騒音の測定を行う

とき、測定地点で測定される対象とする発生源からの騒音以外のすべての騒音のこと。

航空機騒音を対象とする場合は、航空機からの騒音を除いたすべての音、つまり航空

機が飛行していないときにおける測定地点での騒音レベルのこと。

イ．航空機騒音測定

市では航空機騒音の実態を把握するため、市内２カ所に航空機騒音測定機を設置し常時測定を行

っている。

また、東京都でも環境基準の地域類型の指定に伴い横田基地については固定測定地点４カ所（福

生市、昭島市、武蔵村山市、瑞穂町）と移動分布調査を周辺１２カ所の地点で騒音の状況を監視し

ており、基準の達成状況等の把握に努めている。

※福生市については平成７年１０月から測定開始

ａ 市の騒音測定

［測定体制］

生活環境部環境課環境係で担当している。

①離着陸付近

測定場所 福生市大字熊川字武蔵野１ ５７１番地付近（誘導灯付近）

測定機種 リオン株式会社製 リオンＮＡ－３７型

測定条件 ７０ｄＢ以上の音が３秒間継続したものを記録している。

※ 昭和４５年１１月から不定期的に市内各所で測定を行っていたが、定期的な測定を行うた

め、昭和４９年から福生市大字熊川字武蔵野１ ６０３－２の不燃物終末処理場 さつき

園 で測定を開始、しかし、処理場の閉鎖により昭和５４年９月から福生市リサイクルセ

ンター事務所屋上に設置（リオンＮＡ－３０）し、平成７年１０月まで測定を行ってい

たが、より正確な測定を行うため、離着陸直下である誘導灯付近（大字熊川字武蔵野１

５７１番地付近）に設置替（リオンＮＡ－３５）し、１１月から測定を開始した。

なお、平成２５年４月１日には環境基準が改正されたが、福生市では、平成２２年４月１

日より、新基準に対応した現在のリオンＮＡ－３７型で測定している。

②市街地内

測定場所 福生市本町５番地（福生市役所屋上）

測定機種 リオン株式会社製 リオンＮＡ－３７型

測定条件 ７０ｄＢ以上の音が５秒間継続したものを記録している。

※リサイクルセンター（平成７年１１月からは誘導灯付近）の場所は飛行直下にあり、また

福生市の東端でもあるため、住宅地の平均的な位置での測定も必要なことから、市の中心

的な位置という点と上空を航空機が通過する例が多くある点を考慮し、平成２年８月市役

所屋上に測定機を設置し、９月から測定を始めた。

なお、平成２５年４月１日には環境基準が改正されたが、福生市では、平成２２年４月１

日より、新基準に対応した現在のリオンＮＡ－３７型で測定している。

※ｄＢ：デシベル…音の強さを表す単位（音圧レベル）

平成５年１１月１日に改正計量法が施行され、従来「ホン」または「デ

シベル」の両方を使用していたが、国際規格のデシベルに統一された。
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ｃ 測定結果

Ｐ９８ ～Ｐ１００の表は誘導灯及び市役所で測定したデータに基づき作成したものであり、毎

年観測データの数値は、事務報告書及び平成６年４月からは市広報ふっさに掲載し公表している。

１．年度別航空機騒音測定結果 誘導灯付近 平成 年度～平成 年度 平成 年 月まで

〃 市役所屋上 平成 年度～平成 年度 平成 年 月まで

２．年度別航空機飛行回数（１日平均） 誘導灯付近 平成 年度～平成 年度

〃 市役所屋上 平成 年度～平成 年度

３．年度別飛行回数（曜日別） 誘導灯付近 平成 年度～平成 年度

〃 市役所屋上 平成 年度～平成 年度

４．年度別飛行回数（時間帯別） 誘導灯付近 平成 年度～平成 年度

〃 市役所屋上 平成 年度～平成 年度

５．年度別騒音量内訳 誘導灯付近 平成 年度～平成 年度

〃 市役所屋上 平成 年度～平成 年度

６．飛行回数と の経年推移 誘導灯付近 平成 年度～平成 年度

〃 市役所屋上 平成 年度～平成 年度

７．年度別飛行回数（正月三が日） 誘導灯付近 平成 年正月～平成 年正月

〃 市役所屋上 平成 年正月～平成 年正月

ｄ 今後の対応

今後とも関係市町及び東京都と連携を取りながら騒音監視測定を継続するとともに関係機関に

対し、次に示す航空機騒音対策を推進させることが必要である。

（１）周辺環境整備の充実

昭和５９年度から７５ＷＥＣＰＮＬ以上の区域において住宅防音工事が着手されているが、

環境基準を達成するために、より一層周辺対策の推進を働きかけて行く必要がある。

（２）発生源

福生市に騒音の影響を与えているのは、主として常駐機であるＣ－１３０の輸送機である。

生産から数十年が経過しており航行の安全性からも早急な対応が求められる。

（３）艦載機訓練の中止要請

横須賀を母港とする米空母の艦載機は、主として厚木基地で離着陸訓練を行っていたが、昭

和５８年から横田基地でも実施されるようになり、市民から多くの苦情が寄せらた。

平成５年３月には日本政府が約１６７億円を投じて建設された暫定の訓練施設が硫黄島に完

成し、主に騒音の激しい戦闘機や攻撃機の訓練に使用されている。横田基地では、その波及効

果で平成１２年９月以降艦載機訓練は行われていないが、一切の艦載機訓練を横田基地で行わ

ないように、今後も国並びに在日米軍に対して強く要請して行く必要がある。

（４）セスナ機の低空飛行

最近はセスナ機の市内上空での低空飛行による苦情が寄せられている。市民が静かな生活を

送れるよう、飛行コース等の配慮及び安全確保の徹底と事故防止に万全の措置を講じるよう、

今後も国並びに在日米軍に対して強く要請して行く必要がある。
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平成22年度航空機騒音測定結果
上段：誘導灯付近
下段：市役所屋上

暴露時間 飛    行    回    数 １日平均
（１日平均） 7時～19時 19時～22時 22時～翌7時 合  計 （回/日）

4分34秒
1分41秒
3分40秒
1分14秒
2分44秒

51秒
4分28秒
1分36秒

11分39秒
2分15秒

19分33秒
1分07秒
7分28秒
1分39秒
5分55秒
2分28秒
4分15秒
1分36秒
5分20秒
2分04秒
3分21秒
1分06秒
4分26秒

56秒
1時間17分23秒

18分33秒

平成23年度航空機騒音測定結果
上段：誘導灯付近
下段：市役所屋上

暴露時間 飛    行    回    数 １日平均
（１日平均） 7時～19時 19時～22時 22時～翌7時 合  計 （回/日）

4分48秒
1分29秒
4分27秒
1分36秒
4分09秒
1分21秒
3分02秒
　38秒

9分58秒
1分29秒

14分21秒
1分51秒

11分51秒
1分41秒
5分01秒
2分08秒
3分55秒
1分19秒
4分15秒
1分36秒
3分07秒
　56秒

4分55秒
1分40秒

1時間13分49秒
17分44秒

２４年１月

２月

３月

  合   計

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

  月  別 最高音（dB）

２３年４月

５月

６月

１２月

２３年１月

２月

３月

  合   計

測定場所

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

測定場所

  月  別 最高音（dB）

２２年４月

５月
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平成24年度航空機騒音測定結果
上段：誘導灯付近
下段：市役所屋上

暴露時間 飛    行    回    数 １日平均
（１日平均） 7時～19時 19時～22時 22時～翌7時 合  計 （回/日）

3分47秒
1分03秒
4分10秒
1分12秒
4分07秒
1分26秒
3分43秒
1分18秒
3分53秒
1分03秒

22分35秒
1分00秒
7分49秒
1分40秒
5分32秒
2分02秒
3分21秒
1分05秒
4分51秒
1分47秒
4分50秒
1分56秒
2分15秒

34秒
1時間10分53秒

16分06秒

平成25年年度航空機騒音測定結果
上段：誘導灯付近
下段：市役所屋上

暴露時間 飛    行    回    数 １日平均
（１日平均） 7時～19時 19時～22時 22時～翌7時 合  計 （回/日）

4分46秒
1分53秒
4分08秒
1分25秒
4分56秒
1分19秒
3分45秒

53秒
7分28秒
1分53秒

21分00秒
1分53秒
7分52秒
2分05秒
4分17秒

56秒
4分06秒
1分09秒
8分11秒
3分06秒
5分24秒
1分24秒
6分59秒
2分09秒

1時間22分52秒
20分05秒

  合   計

１０月

１１月

１２月

２６年１月

２月

３月

２５年４月

５月

６月

７月

８月

９月

３月

  合   計

測定場所

  月  別 最高音（dB）

９月

１０月

１１月

１２月

２５年１月

２月

２４年４月

５月

６月

７月

８月

測定場所

  月  別 最高音（dB）
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平成26年度航空機騒音測定結果
上段：誘導灯付近
下段：市役所屋上

暴露時間 飛    行    回    数 １日平均
（１日平均） 7時～19時 19時～22時 22時～翌7時 合  計 （回/日）

5分46秒
1分36秒
6分02秒
2分38秒
5分49秒
2分06秒
4分52秒
1分42秒
4分53秒
1分12秒
8分11秒
2分17秒
7分43秒
2分17秒
6分41秒
2分37秒
5分15秒
2分00秒
7分39秒
2分00秒
4分21秒

49秒
4分21秒
1分05秒

1時間11分33秒
22分19秒

平成27年度航空機騒音測定結果
上段：誘導灯付近
下段：市役所屋上

暴露時間 飛    行    回    数 １日平均
（１日平均） 7時～19時 19時～22時 22時～翌7時 合  計 （回/日）

5分01秒
1分56秒
3分42秒

57秒
7分56秒
2分45秒
5分59秒
1分56秒
3分46秒

47秒
4分23秒

55秒
7分00秒
2分42秒
5分19秒
1分07秒
3分36秒
1分00秒
8分07秒
2分51秒
6分27秒
2分41秒

１２月

２８年１月

２月

３月

  合   計

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

測定場所

  月  別 最高音（dB）

２７年４月

５月

１１月

１２月

２７年１月

２月

３月

  合   計

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

測定場所

  月  別 最高音（dB）

２６年４月
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 月 月 １月 ２月 ３月

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

航空機飛行回数（１日平均） 測定場所：誘導灯付近

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 月 月 １月 ２月 ３月

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

航空機飛行回数（１日平均） 測定場所：市役所屋上
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曜 日 別 飛 行 回 数

測定場所：誘導灯付近

月 火 水 木 金 土 日 合   計

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

月 火 水 木 金 土 日

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

曜日別飛行回数（１日平均） 測定場所：誘導灯付近

月 火 水 木 金 土 日

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

曜日別飛行回数（１日平均） 測定場所：市役所屋上
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曜 日 別 飛 行 回 数

測定場所：市役所屋上

月 火 水 木 金 土 日 合   計

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

曜 日 別 飛 行 回 数

測定場所：誘導灯付近

月 火 水 木 金 土 日 合   計

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

測定回数

年 測定日数

度 平均回数

月 火 水 木 金 土 日

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

曜日別飛行回数（１日平均） 測定場所：誘導灯付近

月 火 水 木 金 土 日

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

曜日別飛行回数（１日平均） 測定場所：市役所屋上

月 火 水 木 金 土 日

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

曜日別飛行回数（１日平均） 測定場所：誘導灯付近

月 火 水 木 金 土 日

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

曜日別飛行回数（１日平均） 測定場所：市役所屋上
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測定場所：誘導灯付近

時間帯 回  数 一日平均 回  数 一日平均 回  数 一日平均 回  数 一日平均 回  数 一日平均
０～１
１～２
２～３
３～４ (22～0) (22～0) (22～0) (22～0) (22～0)
４～５ を含む を含む を含む を含む を含む
５～６
６～７
７～８
８～９

９～１０
１０～１１
１１～１２
１２～１３
１３～１４
１４～１５
１５～１６
１６～１７
１７～１８
１８～１９
１９～２０
２０～２１
２１～２２
２２～２３
２３～０

計

時間帯別飛行回数

２２ 年 度 ２３ 年 度 ２４ 年 度 ２５ 年 度 ２６ 年 度

０～１ １～２ ２～３ ３～４ ４～５ ５～６ ６～７ ７～８ ８～９ ９～１０ １０～１１１１～１２１２～１３１３～１４１４～１５１５～１６１６～１７１７～１８１８～１９１９～２０２０～２１２１～２２２２～２３ ２３～０

２２ 年 度

２３ 年 度

２４ 年 度

２５ 年 度

２６ 年 度

時間帯別飛行回数 測定場所：誘導灯付近
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測定場所：市役所屋上

時間帯 回  数 一日平均 回  数 一日平均 回  数 一日平均 回  数 一日平均 回  数 一日平均
０～１
１～２
２～３
３～４ (22～0) (22～0) (22～0) (22～0) (22～0)
４～５ を含む を含む を含む を含む を含む
５～６
６～７
７～８
８～９

９～１０
１０～１１
１１～１２
１２～１３
１３～１４
１４～１５
１５～１６
１６～１７
１７～１８
１８～１９
１９～２０
２０～２１
２１～２２
２２～２３
２３～０

計

時間帯別飛行回数

２２ 年 度 ２３年 度 ２４ 年 度 ２５年 度 ２６年 度

０～１ １～２ ２～３ ３～４ ４～５ ５～６ ６～７ ７～８ ８～９ ９～１０ １０～１１１１～１２１２～１３１３～１４１４～１５１５～１６１６～１７１７～１８１８～１９１９～２０２０～２１２１～２２２２～２３ ２３～０

２２ 年 度

２３年度

２４ 年 度

２５年度

２６年度

時間帯飛行回数 測定場所：市役所屋上

測定場所：誘導灯付近

時間帯 回  数 一日平均 回  数 一日平均 回  数 一日平均 回  数 一日平均 回  数 一日平均
０～１
１～２
２～３
３～４ (22～0) (22～0) (22～0) (22～0) (22～0)
４～５ を含む を含む を含む を含む を含む
５～６
６～７
７～８
８～９

９～１０
１０～１１
１１～１２
１２～１３
１３～１４
１４～１５
１５～１６
１６～１７
１７～１８
１８～１９
１９～２０
２０～２１
２１～２２
２２～２３
２３～０

計

時間帯別飛行回数

２２ 年 度 ２３ 年 度 ２４ 年 度 ２５ 年 度 ２６ 年 度

０～１ １～２ ２～３ ３～４ ４～５ ５～６ ６～７ ７～８ ８～９ ９～１０ １０～１１１１～１２１２～１３１３～１４１４～１５１５～１６１６～１７１７～１８１８～１９１９～２０２０～２１２１～２２２２～２３ ２３～０

２２ 年 度

２３ 年 度

２４ 年 度

２５ 年 度

２６ 年 度

時間帯別飛行回数 測定場所：誘導灯付近
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年 度 騒音量 70～79.9 80～89.9 90～99.9 100以上 合    計

回  数

百分比

回  数

百分比

回  数

百分比

回  数

百分比

回  数

百分比

   騒  音  量  内  訳

測定場所：誘導灯付近　　　単位：デシベル

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

単位：デシベル 平成 年度平成 年度平成 年度平成 年度平成 年度

～

～

～

以上

騒音量内訳 測定場所：誘導灯付近
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年 度 騒音量 70～79.9 80～89.9 90～99.9 100以上 合    計

回  数

百分比

回  数

百分比

回  数

百分比

回  数

百分比

回  数

百分比

   騒  音  量  内  訳

測定場所：市役所屋上　　　単位：デシベル

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

単位：デシベル 平成 年度平成 年度平成 年度平成 年度平成 年度

～

～

～

以上

騒音量内訳 測定場所：市役所屋上

年 度 騒音量 70～79.9 80～89.9 90～99.9 100以上 合    計

回  数

百分比

回  数

百分比

回  数

百分比

回  数

百分比

回  数

百分比

   騒  音  量  内  訳

測定場所：誘導灯付近　　　単位：デシベル

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

単位：デシベル 平成 年度平成 年度平成 年度平成 年度平成 年度

～

～

～

以上

騒音量内訳 測定場所：誘導灯付近
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飛行回数、ＷＥＣＰＮＬ（平成24年度まで）、Ｌｄｅｎ（平成25年度から）の経年推移

年    度 飛行回数 測定日数 １日平均
ＷＥＣＰＮＬ（平成24年度ま
で）
Ｌｄｅｎ（平成25年度から）

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

測定場所： 上段 誘導灯付近
          下段 市役所屋上

平成２２年度

平成２３年度

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

日平均飛行回数

平成 年度まで

（平成 年度から）

の経年推移 測定場所：誘導灯付近

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

日平均飛行回数

平成 年度まで

（平成 年度から）

の経年推移 測定場所：市役所屋上
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正月三箇日飛行回数

測定場所：誘導灯付近

回 数 曜 日 回 数 曜 日 回 数 曜 日

１８年 日 月 火

１９年 月 火 水

２０年 火 水 木

２１年 木 金 土

２２年 金 土 日

２３年 土 日 月

２４年 日 月 火

２５年 火 水 木

２６年 水 木 金

２７年 木 金 土

２８年 金 土 日

測定場所：市役所屋上

回 数 曜 日 回 数 曜 日 回 数 曜 日

１８年 日 月 火

１９年 月 火 水

２０年 火 水 木

２１年 木 金 土

２２年 金 土 日

２３年 土 日 月

２４年 日 月 火

２５年 火 水 木

２６年 水 木 金

２７年 木 金 土

２８年 金 土 日

３   日

元   日 ２   日 ３   日

年度

年度

合 計 一日平均

合 計 一日平均

元   日 ２   日

飛行回数、ＷＥＣＰＮＬ（平成24年度まで）、Ｌｄｅｎ（平成25年度から）の経年推移

年    度 飛行回数 測定日数 １日平均
ＷＥＣＰＮＬ（平成24年度ま
で）
Ｌｄｅｎ（平成25年度から）

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

測定場所： 上段 誘導灯付近
          下段 市役所屋上

平成２２年度

平成２３年度

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

日平均飛行回数

平成 年度まで

（平成 年度から）

の経年推移 測定場所：誘導灯付近

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

日平均飛行回数

平成 年度まで

（平成 年度から）

の経年推移 測定場所：市役所屋上
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共 同 声 明 
 

横須賀を母校とする米空母の艦載機による NLP については、日米合同委員会で硫黄島

が暫定施設として提供されることで合意し、平成 5 年から硫黄島での訓練が本格的に始ま

りました。平成 11 年までは、NLP の大半が硫黄島で実施されてきましたが、昨年はその

基本が崩れ、国が公表した資料では硫黄島での訓練は約 24％と激減し、一方で三沢、厚木、

横田、岩国という本土の飛行場の使用が大幅に増加しました。また、スケジュール的に短

期間だからという理由で最初から硫黄島で訓練を実施しなかったり、1 か月に 2 回も訓練

を実施した基地や、事前通告もなしに突然訓練を始めた基地等、周辺住民への配慮に欠け

る状況が多発しています。こうした状況の中で、4 基地周辺では訓練期間中、艦載機によ

って大変激しい騒音被害を受ける市民から連日のように「耐えられない」「なんとかして

ほしい」などの苦情が殺到し、一部自治体では米海軍との友好中断もせざるを得ないほど

緊迫したものとなっています。 
私たちは、一部の基地周辺住民だけが、受忍の限度を超える騒音被害を受けるのは納得

できないと考えます。 
そこで、今回の意見交換会の内容を踏まえて、次の事項を確認しました。 

①NLP は、硫黄島で実施すること。 
②硫黄島が暫定施設であるとするならば、他の方策を真剣に検討し、実施に移すこと。 
③今後、議会、他の NLP 関係市町や都、県等にも働きかけ、情報交換を密にして、国等

に要請するなど必要に応じて連携し対応すること。 
 

平成 13 年 1 月 29 日 
 

福生市長 野澤 久人 
 

大和市長 土屋 侯保 
 

綾瀬市長 見上 和由 
 

岩国市長 井原 勝介 
 

三沢市長 鈴木 重令 
（代理）助役 冨田 善作 
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横田基地における正月三が日の飛行停止について（要請） 

 

あとひと月ほどで新年を迎えようとしています。正月は私たち日本人にとって大切な時

期であり、騒音や事故の不安のない穏やかな正月を過ごしたいと、誰もが心から願ってい

ます。 
特に、正月三が日は特別な日であり、この間の飛行は周辺の住民感情に非常に大きな影

響を与えることとなります。 
最近は、正月三が日における飛行の差控えについて一定の配慮がなされていると考えて

おりますが、貴職におかれましては、引き続き、正月三が日の間、飛行を差し控える措置

を講ずるよう要請します。 
 

 
平成２７年１１月２６日 
 

  在日米軍横田基地第３７４空輸航空団司令官 
ダグラス Ｃ．デラマター大佐 殿 

 
横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会 

会 長 東 京 都 知 事 舛 添 要 一 
副 会 長 武 蔵 村 山 市 長 藤 野  勝 

立 川 市 長 清 水 庄 平  
昭 島 市 長 北 川 穰 一 
福 生 市 長 加 藤 育 男 
羽 村 市 長 並 木  心 
瑞 穂 町 長 石 塚  幸 右 衛 門 
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が暫定施設として提供されることで合意し、平成 5 年から硫黄島での訓練が本格的に始ま
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基本が崩れ、国が公表した資料では硫黄島での訓練は約 24％と激減し、一方で三沢、厚木、
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期間だからという理由で最初から硫黄島で訓練を実施しなかったり、1 か月に 2 回も訓練

を実施した基地や、事前通告もなしに突然訓練を始めた基地等、周辺住民への配慮に欠け

る状況が多発しています。こうした状況の中で、4 基地周辺では訓練期間中、艦載機によ

って大変激しい騒音被害を受ける市民から連日のように「耐えられない」「なんとかして

ほしい」などの苦情が殺到し、一部自治体では米海軍との友好中断もせざるを得ないほど

緊迫したものとなっています。 
私たちは、一部の基地周辺住民だけが、受忍の限度を超える騒音被害を受けるのは納得

できないと考えます。 
そこで、今回の意見交換会の内容を踏まえて、次の事項を確認しました。 

①NLP は、硫黄島で実施すること。 
②硫黄島が暫定施設であるとするならば、他の方策を真剣に検討し、実施に移すこと。 
③今後、議会、他の NLP 関係市町や都、県等にも働きかけ、情報交換を密にして、国等

に要請するなど必要に応じて連携し対応すること。 
 

平成 13 年 1 月 29 日 
 

福生市長 野澤 久人 
 

大和市長 土屋 侯保 
 

綾瀬市長 見上 和由 
 

岩国市長 井原 勝介 
 

三沢市長 鈴木 重令 
（代理）助役 冨田 善作 
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横田基地における正月三が日の飛行停止について（要請） 

 

あとひと月ほどで新年を迎えようとしています。正月は私たち日本人にとって大切な時

期であり、騒音や事故の不安のない穏やかな正月を過ごしたいと、誰もが心から願ってい

ます。 
特に、正月三が日は特別な日であり、この間の飛行は周辺の住民感情に非常に大きな影

響を与えることとなります。 
最近は、正月三が日における飛行の差控えについて一定の配慮がなされていると考えて

おりますが、貴職におかれましては、米軍に対し、正月三が日の間の飛行の差控えを申し

入れるよう要請します。 
 
  平成２７年１１月２６日 
 

北関東防衛局長 小柳 真樹 殿 
横田防衛事務所長 中谷 豊 殿 

 
 

 
横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会 

会 長 東 京 都 知 事 舛 添 要 一 
副 会 長 武 蔵 村 山 市 長 藤 野  勝 

立 川 市 長 清 水 庄 平  
昭 島 市 長 北 川 穰 一 
福 生 市 長 加 藤 育 男 
羽 村 市 長 並 木  心 
瑞 穂 町 長 石 塚  幸 右 衛 門 
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ウ．騒音苦情 
航空機騒音に対して、市民より多くの苦情が寄せられている。 
内容を見ると、以前は、苦情の８割以上が米空母艦載機（Ｅ－２Ｃ、Ｓ－３Ｂ、Ｃ－２）の離着

陸訓練に関するものであったが、硫黄島に艦載機の陸上着陸訓練の暫定代替訓練施設が完成してか

らは、艦載機の離着陸訓練は硫黄島で行われるようになり、横田基地での訓練は、平成１２年９月

を最後に実施されていない。

そのため、ここ数年は、Ｃ－１３０輸送機の市内上空での飛行訓練の苦情が大半を占め、残りは、

軽飛行機の市内上空の低空飛行に関するものや、Ｃ－５、Ｃ－１７等の中・大型輸送機や ／ ―

１８戦闘・攻撃機等の飛来による飛行騒音に対する苦情が主な内容となっている。

市では、苦情を受けるたびに、横田防衛事務所を通じて、横田基地に要請するとともに、必要に

応じて直接、横田基地に対しての要請も行っている。

また、基地対策特別委員会や横田基地周辺市町基地対策連絡会でも、土日のセスナ

機の市内上空での低空飛行や、午後１０時から翌朝６時までは航空機の飛行等を行わ

ないことの徹底や、飛行制限時間拡大の要請をしているが、今後も、市民の平穏で安

全な生活を守るために、粘り強く要請してかなければならない。

なお、セスナ機は、横田フライト・トレーニングセンターに所属するもので、米軍における航空

機の操縦、整備等の技術に熟達する機会を与え、米軍における航空技術の普及・促進を目的として、

米軍の飛行クラブにより運用されている。

苦情件数 

年 度 
軍用機等 セスナ機 計 

件 数 比率（％） 件 数 比率（％） 件 数 比率（％） 

１６ ３６ ４１．９ ５０ ５８．１ ８６ １００ 

１７ １０７ ８２．９ ２２ １７．１ １２９ １００ 

１８ ３８ ７１．７ １５ ２８．３ ５３ １００ 

１９ ２４ ２１．８ ８６ ７８．２ １１０ １００ 

２０ ８０ ３４．５ １５２ ６５．５ ２３２ １００ 

２１ １３３ ４９．１ １３８ ５０．９ ２７１ １００ 

２２ ５８ ２９．７ １３７ ７０．３ １９５ １００ 

２３ ４１ ３４．５ ７８ ６５．５ １１９ １００ 

２４ １０３ ７９．８ ２６ ２０．２ １２９ １００ 

２５ １６９ ７９．３ ４４ ２０．７ ２１３ １００ 

２６ １７７ ８７．２ ２６ １２．８ ２０３ １００ 
２７ 

(２月末現在)
在） 

１５４ ８４．２ ２９ １５．８ １８３ １００ 
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横田基地における正月三が日の飛行停止について（要請） 
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期であり、騒音や事故の不安のない穏やかな正月を過ごしたいと、誰もが心から願ってい

ます。 
特に、正月三が日は特別な日であり、この間の飛行は周辺の住民感情に非常に大きな影
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最近は、正月三が日における飛行の差控えについて一定の配慮がなされていると考えて

おりますが、貴職におかれましては、米軍に対し、正月三が日の間の飛行の差控えを申し

入れるよう要請します。 
 
  平成２７年１１月２６日 
 

北関東防衛局長 小柳 真樹 殿 
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横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会 
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114 

エ．米空母艦載機による訓練（実態と対応） 
米海軍第７艦隊に所属する空母ミッドウェーの艦載機による夜間離発着訓練（Night Landing 

Practice＝NLP）は、横須賀港が母港化された昭和４８年１０月から米軍の三沢、岩国基地で始ま

っている。その後、昭和５７年２月から厚木基地、昭和５８年１月から横田基地でも訓練が行われ

るようになった。 
なお、平成３年９月に空母はミッドウェーからインディペンデンス、平成１０年８月にキティホ

ーク、更に平成２０年９月に原子力空母ジョージ・ワシントン、平成２７年１０月には原子力空母

ロナルド・レーガンに交代した。 
また、艦載機の所属基地である厚木基地周辺はもとより、三沢基地、岩国基地周辺では騒音の大

きい戦闘機・攻撃機の訓練が行われ大きな問題となった。 
 
［夜間離発着訓練 とは］

空母への着艦は、陸上基地への着陸に比べてはるかに高度な技量を必要とするため、米海軍では

艦載機のパイロットの資格として発着艦技能資格制度を採用している。この資格を取得してもパイ

ロットは訓練により常に練度を保つ必要があり、特に長期間の休養休暇後空母に帰艦するには、陸

上での夜間離着陸訓練が必要不可欠と言われている。この訓練は、滑走路の一部を空母の飛行甲板

に見立てて、滑走路の定められた一点を基点に離着陸を行う。夜間における空母への着艦を想定し、

地上の誘導ライトを頼りに大きな推力を維持しつつ滑走路へ進入し着地後直ちに急上昇する。この

一連の訓練飛行を繰り返し行うことによって、着艦技量を維持向上させている。 
 
［横田基地での訓練経過と対応］ 

横田基地では、従来主に所属機である C－１３０による市内上空の旋回飛行訓練が行われていた。 
しかし、昭和５８年１月５日、国（防衛施設庁）から「米海軍第７艦隊所属の空母鑑ミッドウェ

ーの艦載機 E－２B（ホークアイ双発プロペラ機）２機による夜間離着陸訓練を午後６時から８時

まで横田基地において実施する。訓練期間は１月５日から８日までの４日間である。」との連絡が

入り訓練が実施された。これが、艦載機訓練の発端である。 
この連絡を受けた市長は、国に対し「今回の飛行訓練については、その通告が訓練の直前であり、

双発のプロペラ機ではあるが、かねてから懸念されている艦載機の本格的訓練になし崩し的に発展

することを最も憂慮するものである。」とのコメントを発表し中止要請を行った。 
しかし、訓練は天候不順により、１日は中止されたものの３日間実施され、市民から１５件の騒

音に対する苦情が寄せられた。 
中止要請にもかかわらず訓練が実施されたことに対し、市長は基地が所在する周辺３市２町（立

川市、昭島市、武蔵村山市、羽村町、瑞穂町）にも呼びかけ、基地周辺の４市２町連名で国及び基

地に対し抗議を行った。 
同年２月７日には、国より２回目の訓練通告があった。このことに対しても早速周辺市町とも協

議し、中止要請を行った。 
昭和５９年、６０年は空母ミッドウェーの船体等の修理が行われたこともあり実施されなかった

が、その後も通告により訓練が実施され、平成１２年９月までに４５回の通告があり、１機～４機

による訓練が昼夜にわたり実施されている。 
機種は、昭和６１年に E－２B から E－２Ｃに代わり、平成３年９月から空母がミッドウェーか
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らインディペンデンスに交代したことにより、新たにＳ３－Ｂ（ジェット機）が、さらに平成６年

からは艦上輸送機のＣ－２も加わり実施された。 
なお、平成１２年８月２５日に通告があった４５回目となる訓練については、大変な数の苦情が

市に寄せられた。 
この通告は従前同様に暫定施設がある硫黄島付近の悪天候により、９月１８日から２２日までの

５日間、１２：００～１７：００・１９：００～２２：００まで実施する旨の通告であった。 
市では、通告を受けると、直ちに口頭により抗議を行うとともに、９月１日には市長・市議会議

長並びに横田基地対策特別委員会正副委員長が東京防衛施設局に出向き中止要請を行った。しかし、

１８日から通告どおり訓練が強行され、初日となる９月１８日の訓練は長時間、低空飛行、市街地

上空であったことから１０５件もの苦情が寄られた。訓練は２２日午後２時すぎに終了したが、当

市には合わせて２８８件もの苦情が殺到し、近隣自治体を含める７２６件もの苦情があった。 
通告の都度、市、市議会はもとより周辺市町とも連携を図り、訓練中止の要請及び抗議を基地、

防衛庁、防衛施設庁、外務省、アメリカ大使館、米海軍司令官等に対し行った。 
また、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会では平成１２年１１月に実施した今回の

国等に対する横田基地対策に関する要望書の中に、飛行訓練を全面的に中止するとともに基地問題

の解決のために横田基地の整理・縮小・返還等も含めた必要な措置を講ずる旨の文言を新たに加え、

以後毎年要望している。 
この間、こうした市街地上空での訓練飛行に対し、多くの市民から抗議や苦情が寄せられるとと

もに、市議会でも一般質問及び、横田基地対策特別委員会でも訓練の度にこの問題が取り上げられ

た。 
 
［ＧＣＡ（ ）について］

艦載機訓練の一方法で、濃霧等で視界が悪い場合に管制塔からの電波による誘導により滑走路に

近づく訓練。NLP と同様に旋回をするが、その飛行間隔は長く、着地をせずにいわゆるローパス

を行う。 
［飛行コース等］ 

風向きにより旋回方向は変わるが、滑走路中央付近から飛び立ち福生市内上空（主に、熊川都営

住宅、１中、市役所、福生病院、２中、西多摩衛生組合付近）を飛行し、再び滑走路に車輪を設置

し、またすぐに離陸して旋回飛行を繰り返すもので、３分から４分間隔で一周する。機数は、１機

～４機であり、機数によっては連続的に飛行するため騒音が継続する。音の大きさは、市役所屋上

の測定で概ね８０～９０ｄＢを記録する。 
 
［代替訓練施設の建設］ 

周辺住民に大きな騒音をもたらす艦載機訓練の問題解決に必要とされる代替訓練施設について

は、昭和６０年１月に開催された日米首脳会議で米大統領が自ら言及し、早期解決を内閣総理大臣

に要請したと報道されており、日米間の大きな懸案となっていた。市街地での訓練は、深刻な騒音

問題が発生していることや街の灯火により訓練の効果が上がらないなどの事情もあり、国では、関

東地方及びその周辺に十分な訓練ができる場所を確保しようと調査をしてきた経過があった。その

結果、国は三宅島を適地として施設の建設を推進しようとしたが、住民の反対により建設には至ら

なかった。 
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まで横田基地において実施する。訓練期間は１月５日から８日までの４日間である。」との連絡が

入り訓練が実施された。これが、艦載機訓練の発端である。 
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双発のプロペラ機ではあるが、かねてから懸念されている艦載機の本格的訓練になし崩し的に発展

することを最も憂慮するものである。」とのコメントを発表し中止要請を行った。 
しかし、訓練は天候不順により、１日は中止されたものの３日間実施され、市民から１５件の騒

音に対する苦情が寄せられた。 
中止要請にもかかわらず訓練が実施されたことに対し、市長は基地が所在する周辺３市２町（立
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地に対し抗議を行った。 
同年２月７日には、国より２回目の訓練通告があった。このことに対しても早速周辺市町とも協

議し、中止要請を行った。 
昭和５９年、６０年は空母ミッドウェーの船体等の修理が行われたこともあり実施されなかった

が、その後も通告により訓練が実施され、平成１２年９月までに４５回の通告があり、１機～４機
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平成元年１月に防衛施設庁は、訓練施設として硫黄島を暫定的に使用することを日米間で基本的

に合意したと発表した。そして、平成元年度から５ヵ年計画で整備されることになり、元年度の国

予算に滑走路灯火施設、給油施設等の整備費が計上され、艦載機の陸上着陸訓練（FCLP＝Field 
Carrier Landing Practice）の暫定代替訓練施設として硫黄島での工事が始まった。 
平成５年３月には、総工費約１６７億円をかけた訓練施設が完成した。 
完成するまでに、整備の進捗状況に応じて可能な規模で訓練が行われていたが、この完成により、

すべての艦載機訓練が硫黄島で行われるようになり、その結果、横田基地での訓練は、平成１２年

９月を最後に実施されていない。 
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横田基地における夜間連続離着陸訓練（ＮＬＰ）について（要請）

平成２２年４月２７日、北関東防衛局から、米空母ジョージ・ワシントン艦載機による夜間連

続離着陸訓練（ＮＬＰ）について、硫黄島で実施予定の訓練が天候等の事情により実施できない

場合は、平成２２年５月１２日から１５日までの４日間、横田基地を使用して実施する旨の通告

を受けました。

横田基地は人口が密集した市街地に所在しており、周辺住民は、日頃から昼夜を分かたぬ航空

機騒音に悩まされるとともに、事故への不安も抱えています。この上、横田基地本来の機能と異

なる訓練が実施され、周辺住民の生活環境がさらに損なわれることを容認することはできません。

空母艦載機による離着陸訓練が実施されることは、周辺住民の感情悪化を招くばかりでなく、

ひいては、日米友好関係にも悪影響を及ぼしかねないと懸念しています。

貴職におかれましては、このような状況を十分認識され、昼夜を問わず、横田基地における空

母艦載機による離着陸訓練を実施しないよう、米軍に申し入れることを強く要請します。

平成２２年４月２８日

外務大臣 岡田 克也

防衛大臣 北澤 俊美 殿

北関東防衛局長 池部 衛

横田防衛事務所長 深澤 茂

横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会

会 長 東 京 都 知 事 石 原 慎 太 郎

副会長 瑞 穂 町 長 石 塚 幸右衛門

立 川 市 長 清 水 庄 平

昭 島 市 長 北 川 穰 一

福 生 市 長 加 藤 育 男 
         武蔵村山市長 荒 井 三 男

羽 村 市 長 並 木 心
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横田基地における夜間連続離着陸訓練（ＮＬＰ）について（要請）

平成２２年４月２７日、北関東防衛局から、米空母ジョージ・ワシントン艦載機による夜間連

続離着陸訓練（ＮＬＰ）について、硫黄島で実施予定の訓練が天候等の事情により実施できない

場合は、平成２２年５月１２日から１５日までの４日間、横田基地を使用して実施する旨の通告

を受けました。

横田基地は人口が密集した市街地に所在しており、周辺住民は、日頃から昼夜を分かたぬ航空

機騒音に悩まされるとともに、事故への不安も抱えています。この上、横田基地本来の機能と異

なる訓練が実施され、周辺住民の生活環境がさらに損なわれることを容認することはできません。

空母艦載機による離着陸訓練が実施されることは、周辺住民の感情悪化を招くばかりでなく、

ひいては、日米友好関係にも悪影響を及ぼしかねないと懸念しています。

貴職におかれましては、このような状況を十分認識され、昼夜を問わず、横田基地における空

母艦載機による離着陸訓練を実施しないよう、強く要請します。

平成２２年４月２８日

在日米軍司令官 エドワード Ａ．ライス中将

在日米海軍司令官 リチャード Ｂ．レン 少将 殿

米海軍厚木航空施設司令官 エリック Ｗ．ガードナー大佐

米海軍第５空母航空団司令官 ロス Ａ．マイヤーズ大佐

横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会

会 長 東 京 都 知 事 石 原 慎 太 郎

副会長 瑞 穂 町 長 石 塚 幸右衛門

立 川 市 長 清 水 庄 平

昭 島 市 長 北 川 穰 一

福 生 市 長 加 藤 育 男 
         武蔵村山市長 荒 井 三 男

羽 村 市 長 並 木 心
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横田基地における夜間連続離着陸訓練（ＮＬＰ）について（要請）

平成２２年４月２７日、北関東防衛局から、米空母ジョージ・ワシントン艦載機による夜間連

続離着陸訓練（ＮＬＰ）について、硫黄島で実施予定の訓練が天候等の事情により実施できない

場合は、平成２２年５月１２日から１５日までの４日間、横田基地を使用して実施する旨の通告

を受けました。

横田基地は人口が密集した市街地に所在しており、周辺住民は、日頃から昼夜を分かたぬ航空

機騒音に悩まされるとともに、事故への不安も抱えています。この上、横田基地本来の機能と異

なる訓練が実施され、周辺住民の生活環境がさらに損なわれることを容認することはできません。

空母艦載機による離着陸訓練が実施されることは、周辺住民の感情悪化を招くばかりでなく、

ひいては、日米友好関係にも悪影響を及ぼしかねないと懸念しています。

貴職におかれましては、このような状況を十分認識され、昼夜を問わず、横田基地における空

母艦載機による離着陸訓練を実施しないよう、海軍に申し入れることを強く要請します。

平成２２年４月２８日

第５空軍司令官 エドワード Ａ．ライス中将

在日米軍横田基地第３７４空輸航空団司令官 殿

Ｊ．マーカス ヒックス大佐

横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会

会 長 東 京 都 知 事 石 原 慎 太 郎

副会長 瑞 穂 町 長 石 塚 幸右衛門

立 川 市 長 清 水 庄 平

昭 島 市 長 北 川 穰 一

福 生 市 長 加 藤 育 男 
         武蔵村山市長 荒 井 三 男

羽 村 市 長 並 木 心
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横田基地における夜間連続離着陸訓練（ＮＬＰ）について（要請）

平成２２年４月２７日、北関東防衛局から、米空母ジョージ・ワシントン艦載機による夜間連

続離着陸訓練（ＮＬＰ）について、硫黄島で実施予定の訓練が天候等の事情により実施できない

場合は、平成２２年５月１２日から１５日までの４日間、横田基地を使用して実施する旨の通告

を受けました。

横田基地は人口が密集した市街地に所在しており、周辺住民は、日頃から昼夜を分かたぬ航空

機騒音に悩まされるとともに、事故への不安も抱えています。この上、横田基地本来の機能と異

なる訓練が実施され、周辺住民の生活環境がさらに損なわれることを容認することはできません。

空母艦載機による離着陸訓練が実施されることは、周辺住民の感情悪化を招くばかりでなく、

ひいては、日米友好関係にも悪影響を及ぼしかねないと懸念しています。

貴職におかれましては、このような状況を十分認識され、昼夜を問わず、横田基地における空

母艦載機による離着陸訓練を実施しないよう、強く要請します。

平成２２年４月２８日

在日米軍司令官 エドワード Ａ．ライス中将

在日米海軍司令官 リチャード Ｂ．レン 少将 殿

米海軍厚木航空施設司令官 エリック Ｗ．ガードナー大佐

米海軍第５空母航空団司令官 ロス Ａ．マイヤーズ大佐

横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会

会 長 東 京 都 知 事 石 原 慎 太 郎

副会長 瑞 穂 町 長 石 塚 幸右衛門

立 川 市 長 清 水 庄 平

昭 島 市 長 北 川 穰 一

福 生 市 長 加 藤 育 男 
         武蔵村山市長 荒 井 三 男

羽 村 市 長 並 木 心
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米空母艦載機による離着陸訓練の実施状況（通告による）

通告回数実施回数 年度 通  告  日  通 告 時 間 実   施   日 実 施 時 間 機  種 機  数 最 高 音 苦情件数

58.1/5～8 18:00～20:00 Ｅ-2Ｂ ２機 －
日間 日間 不  明 不  明 ( )日付 ( )無通告の件数

年 2/14～18 18:00～20:00 Ｅ-2Ｂ 1～2機 －
度 21～22  日間 日間 不  明 不  明

日間 日間 不  明 回 不  明 －
5/16～20 19:30～21:30 Ｅ-2Ｂ 1～2機 －
   23～27

年 日間 日間 不  明 不  明
度 10/3～7 18:30～21:00 10/3～7 Ｅ-2Ｂ 1～2機 －

11～15  日間 11～14   日間 不  明 不  明

日間 日間 不  明 回 不  明 －
11/21～22 10:15～11:15  9:32～12:34 Ｅ-2Ｃ 1～3機
25～29  12/1 13:00～14:00 25～29  12/1 12:46～14:21

年 17:00～18:00 16:39～18:10
度 日間 19:45～20:45 日間 19:31～21:04

日間 日間 回
4/16～17 12:00～14:00 11:40～14:17 Ｅ-2Ｃ 1～2機
20～22  日間 18:30～20:30 日間 +α 18:04～20:55

年 9/8～11.14 10:00～12:00 9/8～11.14.16  9:49～12:01 Ｅ-2Ｃ 1～2機
度 16～18  日間 19:00～21:00 日間 18:44～21:11

10/5～9.12～16 10:00～12:00  9:33～14:26 Ｅ-2Ｃ 1～2機
19但し15～19は 19:00～21:00 19:11～21:06
中止通告のため

日間 日間

日間 日間 回
8/17～19 12:00～13:00 8/17～19 11:14～14:05 Ｅ-2Ｃ 1～2機
22～26 29～9/2 12:00～14:00 22～26 30～9/2 18:15～21:02

年 追加  9/5～8 19:00～22:00 9/5～8
度 日間 日間

1/17～19 10:00～12:00 1/17～20  9:54～12:03 Ｅ-2Ｃ 1～4機
追加   20 17:30～20:30 17:30～20:25

４ 日間 18:00～20:00 日間

日間 日間 回
5/16～18 19:00～21:00 5/23～26.29 18:40～21:05 Ｅ-2Ｃ 1～3機

元 追加 23～26
年 予備日29～30
度 日間 日間

日間 日間 回
5/15.22～25 13:00～15:00 5/15.22～25 12:16～15:02 Ｅ-2Ｃ 1～2機
29～6/1 6/4～6 19:00～21:00 29～6/1 6/4～6 16:37～21:02

年 日間 日間
度 8/17～18.20～25 19:30～21:30 8/20～24 19:00～21:21 Ｅ-2Ｃ ２機

日間 日間

日間 日間 回
 9:00～10:00 13:50～17:11 Ｅ-2Ｃ 1機
14:00～17:00

年 当日通告 6日間 日間 日間
度 7/8～12 14:30～17:00 13:53～17:00 Ｅ-2Ｃ 1～3機

日間 19:30～21:00 日間 18:46～21:33
8/5～9 14:00～16:30 13:36～16:14 Ｅ-2Ｃ 2～3機
但し8/6.8.9は中止 19:00～22:00 18:54～21:02
通告のため２日間 日間 日間

－ 10:30～11:30 － － － －
当日通告 3日間 14:00～16:00

日間 訓練なし 日間 －
－ 10/8～12 12:00～15:30 － － －

日間 18:00～21:30 訓練なし 日間 －
12/3～6  4日間 17:00～21:30 12/3～6 13:57～21:27 Ｅ-2Ｃ 1～3機
但し12/4から時間変更 日間 14:00～21:30 日間 +α Ｓ-3Ｂ 1～3機
2/3～7 14:00～17:00 2/3～7 13:23～21:29 Ｅ-2Ｃ 1～3機

日間 18:00～21:30 日間 +α Ｓ-3Ｂ 1～2機
2/24～28  5日間 14:00～17:00 2/24～28 13:24～21:37 Ｅ-2Ｃ 1～2機
但し27日の昼間は除く 日間 18:00～22:00 日間 +α Ｓ-3Ｂ 1～3機

日間 日間 回
4/6～10  13～16 14:00～17:00 4/6～10  13.14 13:21～21:39 Ｅ-2Ｃ 1～2機

日間 18:30～21:30 日間 Ｓ-3Ｂ 1～3機
年 1/18～23 25～29 14:00～16:30 1/19～21.23 13:34～21:37 Ｅ-2Ｃ 1～3機
度 日間 17:30～21:30 25～28  日間 Ｓ-3Ｂ 1～3機

2/8～10  12.13 14:00～16:30 2/8～10.12.15.16 13:16～21:28 Ｅ-2Ｃ 1～3機
15～17  日間 17:30～21:30 日間 Ｓ-3Ｂ 1～3機

日間 日間 回
4/27.28･5/6～8 14:00～17:30 4/27.28・5/6～8.10 13:26～21:41 Ｅ-2Ｃ 1～3機

19:00～21:30 推計1000 +α Ｓ-3Ｂ 1～3機
年 日間 日間
度 13:30～22:00 14:09～21:53 Ｅ-2Ｃ 1～3機

予備日9/15.18.20 Ｓ-3Ｂ 1～2機
日間 日間

11/9～12 13:00～16:00 11/9～12.15.16 12:45～21:08 Ｅ-2Ｃ 1～2機
予備日15.16 18:00～22:00 推計850 Ｓ-3Ｂ 1～3機

1～6機
日間 日間

日間 日間 回

デンス艦載機、平成10年8月からは空母キティホーク艦載機（平成10年8月11日横須賀に配備）
昭和58年１月から平成3年8月までは空母ミッドウエー艦載機、平成3年9月から平成10年7月までは空母インディペン

 実 施 回 数通告日数 実施日数

昭和57年度計

昭和58年度計

昭和61年度計

昭和62年度計

昭和63年度計

平成元年度計

平成2年度計

平成3年度計

平成4年度計

平成5年度計
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通告回数実施回数 年度 通  告  日  通 告 時 間 実   施   日 実 施 時 間 機  種 機  数 最 高 音 苦情件数

5/18～26 13:00～16:00 12:20～21:29 Ｅ-2Ｃ 1～3機
予備日17.27.28 18:00～22:00 推計860 Ｓ-3Ｂ 1～4機

年 但し22日は除く
度 日間 日間

1/26～31(29除く) 12:00～16:00 12:12～21:19 Ｅ-2Ｃ 1～2機
予備日23～25 17:00～22:00 推計330 Ｓ-3Ｂ

2/1.2  10日間 日間 日間
－ 3/6～10  5日間 日間 17:00～22:00 訓練なし 日間 － － － － － －

日間 日間 回
12:00～14:00 推計370 19:30～21:48 Ｅ-2Ｃ 1～4機

日間 20:00～22:00 日間
年 1/31～2/2 11:00～13:00 10:44～18:48 Ｅ-2Ｃ 1～3機
度 17:00～19:00

予備日1/30.31
日間 日間

日間 日間 回
4/23～25  3日間 12:00～14:00 4/23～25 推計556 11:39～20:44 Ｅ-2Ｃ 1～3機
予備日4/23～25 日間 18:00～20:00 日間

年 8/29.30 9/2～6 11:00～13:00 10:34～20:58 Ｅ-2Ｃ 1～3機
度 予備日8/26～8/30 18:00～21:00 推計424

9/2～9/6  10日間 日間 日間
18:00～22:00 10:38～20:02 Ｅ-2Ｃ 1～4機

予備日2/6.7
日間 日間

日間 日間 回
8/20～22  11:00～13:00 8/20～22 10:44～13:05 Ｅ-2Ｃ 2機
予備日8/18～22 19:00～21:00 推計138

年 (夜間訓練なし･各
度 日間 当日連絡あり） 日間

1/9～13  ～23:59 1/9～12  4日間 9:59～21:11 Ｅ-2Ｃ 1～8機
予備日1/14～19 1/9訓練開始後通告

日間 土、日曜日含む 日間 Ｓ-3Ｂ

日間 日間 回
6/29～7/2 13:00～15:00 推計332 12:34～21:40 Ｅ-2Ｃ 1～3機

20:00～22:00
年 予備日6/27～7/3 日間 日間
度 9/24．25 11:19～20:36 Ｅ-2Ｃ 1～4機 測定不可

予備日9/18． 11:00～15:00
9/21～25 ６日間 18:00～22:00 Ｓ-3Ｂ
追加、変更通告
9/24．9/25 11:00～15:00

日間 18:00～20:00 日間 推計291
1/11～15 18:00～20:00 1/11～1/15 12:49～20:36 Ｅ-2Ｃ 1～4機

5日間
変更通告 変更通告 Ｓ-3Ｂ
1/11～14  4日間 13:00～16:00
予備日     1/15 日間 18:00～20:00 日間

－ 2/22～26 予備日 18:00～22:00
５日間 日間 訓練なし 日間 － － － － － －

日間 日間 回
－ 10/19～23予備日 18:00～22:00

５日間 日間 訓練なし 日間 － － － － － －
年 2/15～17 18:00～21:00 昼459 Ｅ-2Ｃ 昼18
度 ３日間 市からの要請による回答 2/15～17 夜341 11:56～21:00 Ｃ-2 1～4機 夜40

硫黄島での訓練は無 日間 12:00～16:00 日間 Ｓ-3Ｂ

日間 日間 回
4/3～7予備日 日間 18:00～22:00 日間 18:09～20：45Ｓ-3Ｂ 4機

年 9/18～22 日間 12:00～17:00 9/18～22 日間 11:39～16:35 Ｅ-2Ｃ 1～7機 昼114
度 19:00～22:00 9/18～21 日間 17:36～22:02 Ｃ-2 夜174

Ｓ-3Ｂ

日間 日間 回

昭和５７年度～平成１２年度  累計 （実施日数）
日間 （通告日数） 日間 回 1750件

＋α推計
※上記以外に無通告による訓練が実施
   されている。(把握分のみ) 日 +α （42）

合計 日 +α 1792件
+α 推計

     （離着陸訓練における土曜日,日曜日並びに祝日の実施状況）

土   曜   日
日   曜   日
祝        日 H11.1.15成人の日

通告日数 実施日数  実 施 回 数

平成6年度計

平成11年度計

平成12年度計

平成7年度計

平成8年度計

平成9年度計

平成10年度計

米空母艦載機による離着陸訓練の実施状況（通告による）

通告回数実施回数 年度 通  告  日  通 告 時 間 実   施   日 実 施 時 間 機  種 機  数 最 高 音 苦情件数

58.1/5～8 18:00～20:00 Ｅ-2Ｂ ２機 －
日間 日間 不  明 不  明 ( )日付 ( )無通告の件数

年 2/14～18 18:00～20:00 Ｅ-2Ｂ 1～2機 －
度 21～22  日間 日間 不  明 不  明

日間 日間 不  明 回 不  明 －
5/16～20 19:30～21:30 Ｅ-2Ｂ 1～2機 －
   23～27

年 日間 日間 不  明 不  明
度 10/3～7 18:30～21:00 10/3～7 Ｅ-2Ｂ 1～2機 －

11～15  日間 11～14   日間 不  明 不  明

日間 日間 不  明 回 不  明 －
11/21～22 10:15～11:15  9:32～12:34 Ｅ-2Ｃ 1～3機
25～29  12/1 13:00～14:00 25～29  12/1 12:46～14:21

年 17:00～18:00 16:39～18:10
度 日間 19:45～20:45 日間 19:31～21:04

日間 日間 回
4/16～17 12:00～14:00 11:40～14:17 Ｅ-2Ｃ 1～2機
20～22  日間 18:30～20:30 日間 +α 18:04～20:55

年 9/8～11.14 10:00～12:00 9/8～11.14.16  9:49～12:01 Ｅ-2Ｃ 1～2機
度 16～18  日間 19:00～21:00 日間 18:44～21:11

10/5～9.12～16 10:00～12:00  9:33～14:26 Ｅ-2Ｃ 1～2機
19但し15～19は 19:00～21:00 19:11～21:06
中止通告のため

日間 日間

日間 日間 回
8/17～19 12:00～13:00 8/17～19 11:14～14:05 Ｅ-2Ｃ 1～2機
22～26 29～9/2 12:00～14:00 22～26 30～9/2 18:15～21:02

年 追加  9/5～8 19:00～22:00 9/5～8
度 日間 日間

1/17～19 10:00～12:00 1/17～20  9:54～12:03 Ｅ-2Ｃ 1～4機
追加   20 17:30～20:30 17:30～20:25

４ 日間 18:00～20:00 日間

日間 日間 回
5/16～18 19:00～21:00 5/23～26.29 18:40～21:05 Ｅ-2Ｃ 1～3機

元 追加 23～26
年 予備日29～30
度 日間 日間

日間 日間 回
5/15.22～25 13:00～15:00 5/15.22～25 12:16～15:02 Ｅ-2Ｃ 1～2機
29～6/1 6/4～6 19:00～21:00 29～6/1 6/4～6 16:37～21:02

年 日間 日間
度 8/17～18.20～25 19:30～21:30 8/20～24 19:00～21:21 Ｅ-2Ｃ ２機

日間 日間

日間 日間 回
 9:00～10:00 13:50～17:11 Ｅ-2Ｃ 1機
14:00～17:00

年 当日通告 6日間 日間 日間
度 7/8～12 14:30～17:00 13:53～17:00 Ｅ-2Ｃ 1～3機

日間 19:30～21:00 日間 18:46～21:33
8/5～9 14:00～16:30 13:36～16:14 Ｅ-2Ｃ 2～3機
但し8/6.8.9は中止 19:00～22:00 18:54～21:02
通告のため２日間 日間 日間

－ 10:30～11:30 － － － －
当日通告 3日間 14:00～16:00

日間 訓練なし 日間 －
－ 10/8～12 12:00～15:30 － － －

日間 18:00～21:30 訓練なし 日間 －
12/3～6  4日間 17:00～21:30 12/3～6 13:57～21:27 Ｅ-2Ｃ 1～3機
但し12/4から時間変更 日間 14:00～21:30 日間 +α Ｓ-3Ｂ 1～3機
2/3～7 14:00～17:00 2/3～7 13:23～21:29 Ｅ-2Ｃ 1～3機

日間 18:00～21:30 日間 +α Ｓ-3Ｂ 1～2機
2/24～28  5日間 14:00～17:00 2/24～28 13:24～21:37 Ｅ-2Ｃ 1～2機
但し27日の昼間は除く 日間 18:00～22:00 日間 +α Ｓ-3Ｂ 1～3機

日間 日間 回
4/6～10  13～16 14:00～17:00 4/6～10  13.14 13:21～21:39 Ｅ-2Ｃ 1～2機

日間 18:30～21:30 日間 Ｓ-3Ｂ 1～3機
年 1/18～23 25～29 14:00～16:30 1/19～21.23 13:34～21:37 Ｅ-2Ｃ 1～3機
度 日間 17:30～21:30 25～28  日間 Ｓ-3Ｂ 1～3機

2/8～10  12.13 14:00～16:30 2/8～10.12.15.16 13:16～21:28 Ｅ-2Ｃ 1～3機
15～17  日間 17:30～21:30 日間 Ｓ-3Ｂ 1～3機

日間 日間 回
4/27.28･5/6～8 14:00～17:30 4/27.28・5/6～8.10 13:26～21:41 Ｅ-2Ｃ 1～3機

19:00～21:30 推計1000 +α Ｓ-3Ｂ 1～3機
年 日間 日間
度 13:30～22:00 14:09～21:53 Ｅ-2Ｃ 1～3機

予備日9/15.18.20 Ｓ-3Ｂ 1～2機
日間 日間

11/9～12 13:00～16:00 11/9～12.15.16 12:45～21:08 Ｅ-2Ｃ 1～2機
予備日15.16 18:00～22:00 推計850 Ｓ-3Ｂ 1～3機

1～6機
日間 日間

日間 日間 回

デンス艦載機、平成10年8月からは空母キティホーク艦載機（平成10年8月11日横須賀に配備）
昭和58年１月から平成3年8月までは空母ミッドウエー艦載機、平成3年9月から平成10年7月までは空母インディペン

 実 施 回 数通告日数 実施日数

昭和57年度計

昭和58年度計

昭和61年度計

昭和62年度計

昭和63年度計

平成元年度計

平成2年度計

平成3年度計

平成4年度計

平成5年度計
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オ．騒音公害訴訟 
横田基地に離着陸する航空機の騒音、排気ガス、振動等により心身の被害、日常生活の妨害、生

活環境の破壊等に悩む周辺住民が、午後９時から翌朝午前７時までの夜間飛行差し止めと、過去及

び将来の騒音被害に対する損害賠償を求めて、昭和５１年４月、昭和５２年１１月、昭和５７年７

月の３次にわたり、国に対して訴訟を起こした。 
第１・２次訴訟については併合して審理され、昭和５６年７月１３日に東京地裁八王子支部で一

審判決、昭和６２年７月１５日に東京高裁で控訴審判決が出されたが、原告被告双方ともこの判決

を不服として上告し、最高裁判所で審理の結果、平成５年２月２５日に判決が下る。 
第１・２次訴訟の夜間飛行差し止めについて、一審判決においては、国の統治権を根拠に、高度

の政治問題のため裁判所が判断し得る限度を超えるという理由から却下され、また、控訴審判決に

おいては、基地の管理運営権が米軍にあるため、国は統治者としての適格性に欠けるという理由に

より却下された。また、過去の損害賠償については、軍事公共性の、他の公共性に対しての優越性

を認めず、国が主張した統治行為論を退け、騒音被害は人格権の侵害であるとして、国に対して賠

償金の支払いを命じた。しかし、将来の損害賠償については、被害状況を適確に予測するには不確

定な要素が多いという理由により原告の請求を棄却している。 
最高裁は、控訴審判決を支持し上告を棄却した。 
第３次訴訟については、平成元年３月に東京地裁八王子支部で一審判決があり、７５Ｗ以上は「受

忍限度を超えている」として過去分の損害賠償の支払いを国に命じたが、原告は飛行差し止めと将

来分の賠償を求め控訴した。東京高裁は、平成５年４月２１日、原告被告双方に和解をすすめ、双

方の同意を得たうえで同年１１月８日には飛行制限や協議機関の設置、和解成立の日までの損害賠

償などが盛り込まれた和解案が示されたが、合意に至らず平成６年３月３０日に最高裁判決に沿っ

た判決が出された。これに対して、原告被告双方上告を断念し、１８年に及ぶ訴訟に幕が下りた。 
なお、平成６年１２月に横田基地飛行差し止め訴訟団により、総額９億２千万円（過去・将来分）

の損害賠償と夜間・早朝の飛行差し止め及び昼夜を問わず市街地上空での飛行訓練の禁止を求めて、

国に対して訴訟を起こした。 
更に、米国政府をも相手取って新横田基地公害訴訟団が提訴（第１次＝平成８年４月１０日、

3,140人、第２次＝平成９年２月１４日、2,781人、第３次＝平成１０年４月２０日、37人）した。 
この新横田基地公害訴訟では、国に対し、夜間早朝の離着陸禁止実現のため、日米合同委員会に

おいて米国政府と交渉する義務があることの確認も求めている。 
なお、これら訴えのうち、国に対しての訴えは併合審理となり、平成１５年５月１３日東京地裁

八王子支部で、過去分の損害賠償を認め、飛行差し止めは棄却、将来分の損害賠償は却下という判

決が出、双方が東京高裁へ控訴した。 
平成１７年１１月３０日東京高等裁判所でも、過去分の損害賠償は認めたが、将来分は却下、飛

行差し止めについては棄却、という判決が出たため、これに対しても、原告被告双方が上告したが、

平成１９年５月、最高裁において、高裁判決が口頭弁論最終日以降、判決日までの被害について賠

償を認めた部分については、将来の損害への賠償に当たるとして破棄されたことにより、過去分の

みの賠償が確定した。（新横田基地公害訴訟） 
更に、平成２０年７月には東京高裁判決が出され、夜間差し止めと上空飛行差し止めは棄却、損

害賠償請求は過去分一部容認、将来分却下とされたため、これに対して、原告が上告したが、平成

２１年４月の最高裁による上告棄却を受け、高裁判決が確定した。（飛行差し止め訴訟） 
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また、米国政府との交渉義務については、第１次訴訟については、平成９年３月に米政府に応訴

の意思がないことを理由に却下の判決が東京地裁八王子支部で出され、原告は控訴したが、平成１

０年１２月に東京高裁で控訴棄却、その後、平成１４年４月に最高裁で上告棄却の判決が出され確

定し、第２次、第３次の訴えについても、平成１４年５月に東京地裁八王子支部で却下の判決が出

され原告は控訴したが、平成１６年１２月の東京高裁の控訴棄却を受け、上告を断念し判決が確定

している。 
最近では、平成２４年１２月、横田基地に離着陸する航空機の騒音等に悩む周辺住民１３７名が、

午後７時から翌朝午前８時までの夜間飛行差し止めと、過去及び将来の騒音被害に対する損害賠償

等を求めて、国に対して訴訟を起こした。（第９次横田基地公害訴訟） 
更に、平成２５年３月、基地周辺住民（905人＋173人（平成25年7月追加提訴））により、午後

７時から翌朝午前７時までの夜間飛行差し止め、過去及び将来の騒音被害に対する損害賠償、これ

までＷ値（うるささ指数）７５以上の地域住民にのみ認められていた賠償の範囲を７０以上まで広

げる等を求めて、国に対して訴訟を起こした。（第２次新横田基地公害訴訟） 
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横田基地騒音公害訴訟の経緯

訴    訟 第１次 第２次 第３次 飛行差し止め訴訟 

訴訟年月 1976 年 4 月 
(昭和 51 年) 

1977 年 11 月 
(昭和 52 年) 

1982 年 7 月 
(昭和 57 年) 

1994 年 12 月 12 日 
(平成 6 年) 

原 告 数 約 40 人 約 110 人 599 人 320 人 

被    告 国(第１次と第２次は途中から

併合審理 148 人) 国 国 

 
訴 え の 
内    容 

 
・夜９時から翌朝７時までの  
  離着陸禁止 
・過去分と将来分の損害賠償 

 
・夜９時から翌朝７時まで 
  の離着陸禁止 
・過去分と将来分の損害賠 
  償 

 
・夜９時から翌朝７時 
  までの離着陸禁止 
・過去分と将来分の損 
  害賠償(9 億 2000 万 
  円) 
・昼夜を問わず市街地 
  上空での飛行訓練の 
  禁止 
 

 
経    緯 

 
・1981(昭和 56)年 7 月一審判 
  決。(東京地裁八王子支部)一 
  部の過去分賠償認めるも将 
  来分賠償と飛行差し止めは 
  却下。原告、国ともに控訴。 
 
・1987(昭和 62)年 7 月東京高 
  裁判決。賠償 1 億 1200 万 
  円に増額。将来分と差し止 
  めは却下。原告、国ともに 
  上告。 
 
・1993(平成 5)年 2 月最高裁 
  判決。高裁判決を支持し、  
  上告棄却。 
 
 
 
 
 
 
 

 
・1989(平成元)年 3 月 15 日一 
  審判決。(東京地裁八王子支  
  部)過去分賠償 3 億 3000 万 
  円認める。将来分賠償と飛行 
  差し止めは却下。原告、国と 
  もに控訴。 
・1993(平成 5)年 11 月 8 日東 
  京高裁が、飛行制限も含めた 
  和解案を提示。 
・1993(平成 5)年 11 月 18 日日 
  米合同委員会で午後 10 時か 
  ら午前 6 時までの飛行制限で 
  合意。 
・1994(平成 6)年 2 月 4 日和解 
  交渉が決裂。 
・1994(平成 6)年 3 月 30 日東 
  京高裁判決。過去分賠償 5 億 
  2000 万円認める。飛行差し 
  止めと将来分賠償は却下。 
・1994(平成 6)年 4 月原告、国 
  ともに上告断念。 

 
・1996(平成 8)年 

５月 9 日 第 1 回 公判 
・2003(平成 15)年 
５月 13 日一審判決（東

京地裁八王子支部） 
・飛行差し止め・訓練飛行

の禁止 棄却 
・将来の損害賠償 却下 
・過去分の損害賠償 

約１億６千万円の倍償

を命じた。同月、原告・国

の双方が控訴 
・2004(平成 16 年)２月東

京高裁で第１回口頭弁論 
・2008(平成 20 年)７月東

京高裁判決。 
同月、原告控訴 

・2009(平成 21 年)４月最

高裁の上告棄却を受け、高

裁判決確定。 

 
判    決 

 
・飛行差し止めと将来分の損 
  害賠償分却下。 
・過去分賠償(計 1 億 1200 万 
  円)は認める。 

 
・飛行差し止めと将来分の損害 
  賠償却下 
・過去分賠償(計 5 億 2000 万 
  円)を認める。 

 
・夜間差し止めと上空飛

行差し止めは棄却 
・過去分賠償 (計１億

9440 万円)を認める。 
・将来分は却下 
 

 
判決理由 

 
「国に対して支配の及ばない

米国の行為差し止めを求める

ものであり主張自体が失当」 

 
「国に対して支配の及ばない米

国の行為差し止めを求めるもの

であり主張自体が失当」 

 
「国に対して支配の及

ばない米国の行為差し

止めを求めるものであ

り主張自体が失当」 
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また、米国政府との交渉義務については、第１次訴訟については、平成９年３月に米政府に応訴

の意思がないことを理由に却下の判決が東京地裁八王子支部で出され、原告は控訴したが、平成１

０年１２月に東京高裁で控訴棄却、その後、平成１４年４月に最高裁で上告棄却の判決が出され確

定し、第２次、第３次の訴えについても、平成１４年５月に東京地裁八王子支部で却下の判決が出

され原告は控訴したが、平成１６年１２月の東京高裁の控訴棄却を受け、上告を断念し判決が確定

している。 
最近では、平成２４年１２月、横田基地に離着陸する航空機の騒音等に悩む周辺住民１３７名が、

午後７時から翌朝午前８時までの夜間飛行差し止めと、過去及び将来の騒音被害に対する損害賠償

等を求めて、国に対して訴訟を起こした。（第９次横田基地公害訴訟） 
更に、平成２５年３月、基地周辺住民（905人＋173人（平成25年7月追加提訴））により、午後

７時から翌朝午前７時までの夜間飛行差し止め、過去及び将来の騒音被害に対する損害賠償、これ

までＷ値（うるささ指数）７５以上の地域住民にのみ認められていた賠償の範囲を７０以上まで広

げる等を求めて、国に対して訴訟を起こした。（第２次新横田基地公害訴訟） 
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訴    訟 第１次新横田基地公害訴訟 第２次新横田基地公害訴訟 第３次新横田基地公害訴訟 

訴訟年月 1996 年 4 月 10 日 
(平成 8 年) 

1997 年 2 月 14 日 
(平成 9 年) 

1998 年 4 月 20 日 
(平成 10 年) 

原 告 数 3,140 人 2,781 人 37 人 

被    告 国と米国政府 国と米国政府 国と米国政府 
 

訴 え の 
内    容 

 
・夜９時から翌朝７時まで 
  の離着陸禁止 
・過去分と将来分の損害賠  
  償(33 億 2983 万円) 
・夜間早朝の離着陸禁止実 
  現のため、日米合同委員 
  会で米国政府と交渉する 
  義務が国にあることの確 
  認 
 

 
・夜９時から翌朝７時まで 
  の離着陸禁止 
・過去分と将来分の損害賠  
  償(29 億 5898 万円) 
・夜間早朝の離着陸禁止実 
  現のため、日米合同委員 
  会で米国政府と交渉する 
  義務が国にあることの確 
  認 

 
・夜９時から翌朝７時まで 
  の離着陸禁止 
・過去分と将来分の損害賠  
  償 
・夜間早朝の離着陸禁止実 
  現のため、日米合同委員 
  会で米国政府と交渉する 
  義務が国にあることの確 
  認 

 
経    緯 

 
米国政府への訴え 
・1997(平成 9)年 
２月 20 日 第 1 回裁判 
２月 26日 米国に対する訴

訟を分離、原告団に通知。 
３月 14 日 
米国への訴え却下。 
３月 24 日 
原告東京高裁に控訴。 

・1998(平成 10)年 
12 月 25 日 
同上の訴えを棄却 
28 日上告 

・2002 年(平成 14)年 
４月 12 日最高裁の上告棄

却を受け、米国政府分の訴え

は判決確定 
 

 
米国政府への訴え 
・2002(平成 10)年５月 
米国への訴え却下。 
６月 
原告東京高裁に控訴。 

・2004(平成 16)年 12 月 
同上の訴えを棄却 

・原告は上告を断念し、

米国政府分の訴えは

判決確定 
（併合審理） 

 
米国政府への訴え 
・2002(平成 10)年５月 
米国への訴え却下。 
６月 
原告東京高裁に控訴。 

・2004(平成 16)年 12 月 
同上の訴えを棄却 

・原告は上告を断念し、

米国政府分の訴えは判

決確定 
（併合審理） 

 
日本政府への訴え（併合審理） 
・2002(平成 14)年５月 30 日 日本政府を相手の一審判決 
夜間飛行禁止時間帯延長と国の外交交渉義務確認、将来分の損害賠償は棄却 
過去分の賠償請求分約２４億円のみ認める 

・2003(平成 15)年 11 月 26 日 東京高裁にて控訴審開始 
・2005(平成 17)年 11 月 30 日 東京高裁判決 
飛行差し止め 棄却、将来分の損害賠償 却下、危険への接近適用なし 
過去分賠償(総額約 32 億 5000 万 円)を認める。 
国は損害賠償（一部将来分について）、原告は飛行差し止めについて上告 

・2007(平成 19 年)５月 22 日 最高裁が飛行差し止めを退ける。 
・2007(平成 19 年)５月 29 日 最高裁が賠償額を減額（将来分として認めた 

約 2 億 3000 万円）。判決確定。 
 

 
判    決 

 
・米国政府への訴えは棄却 
・日本政府への訴えは 
過去分賠償(総額約 30 億 2000 万円)を認める。 
将来分は却下 
飛行差し止めは却下 
 

 
判決理由 

 
「米国政府分の訴えについては、日本の民事裁判権が及ばない」 
「被害状況は変化するから将来の賠償は金額などが特定できず訴えは不適法」 
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訴    訟 第９次横田基地公害訴訟 第２次新横田基地公害訴訟  

訴訟年月 2012 年 12 月 12 日 
(平成 24 年) 

2013 年 3 月 26 日 
(平成 25 年)  

原 告 数 137 人 905 人＋173 人（2013(平
成 25)年７月追加提訴）  

被    告 国 国  
 

訴 え の 
内    容 

 
・夜７時から翌朝８時まで 
  の離着陸禁止 
・それ以外の時間帯について

は騒音の音量規制 
・旋回や急上昇、急降下訓練

の禁止 
・過去分と将来分の損害賠  
  償 

 
・夜７時から翌朝７時まで 
  の離着陸禁止 
・過去分と将来分の損害賠  
  償 
・これまでＷ値（うるささ

指数）７５以上の地域住

民にのみ認められていた

賠償の範囲を７０以上ま

で広げる 

 

 
経    緯 

 
係属中 

 
係属中 

 

 

 
判    決 

 

 
判決理由 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訴    訟 第１次新横田基地公害訴訟 第２次新横田基地公害訴訟 第３次新横田基地公害訴訟 

訴訟年月 1996 年 4 月 10 日 
(平成 8 年) 

1997 年 2 月 14 日 
(平成 9 年) 

1998 年 4 月 20 日 
(平成 10 年) 

原 告 数 3,140 人 2,781 人 37 人 

被    告 国と米国政府 国と米国政府 国と米国政府 
 

訴 え の 
内    容 

 
・夜９時から翌朝７時まで 
  の離着陸禁止 
・過去分と将来分の損害賠  
  償(33 億 2983 万円) 
・夜間早朝の離着陸禁止実 
  現のため、日米合同委員 
  会で米国政府と交渉する 
  義務が国にあることの確 
  認 
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経    緯 
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２月 26日 米国に対する訴

訟を分離、原告団に通知。 
３月 14 日 
米国への訴え却下。 
３月 24 日 
原告東京高裁に控訴。 

・1998(平成 10)年 
12 月 25 日 
同上の訴えを棄却 
28 日上告 

・2002 年(平成 14)年 
４月 12 日最高裁の上告棄

却を受け、米国政府分の訴え

は判決確定 
 

 
米国政府への訴え 
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６月 
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・原告は上告を断念し、
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（併合審理） 
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過去分の賠償請求分約２４億円のみ認める 
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判    決 
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「米国政府分の訴えについては、日本の民事裁判権が及ばない」 
「被害状況は変化するから将来の賠償は金額などが特定できず訴えは不適法」 
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（２）電波障害 
 
［基地内施設による障害（高層住宅）］ 

昭和４８年から KPCP 計画に基づき基地内の各種施設の整備が進められたが、高層住宅（９階建

２棟）の建設や高架水槽、放送施設の設置に伴い基地外周辺にテレビ電波障害が発生した。 
このため、市では、国の負担事業として昭和５０年度から昭和５６年度にかけて、横田飛行場周辺

テレビ共同受信施設設置事業を行い、共同受信アンテナを設置して障害のある家に有線ケーブルを引

くことによりその除去を図った。 
また、障害の原因となった基地内４施設のそれぞれの受信障害地区毎にケーブルを引き込み工事施

工済みの者が、テレビ共同受信施設組合を結成し、施設の維持管理を行った。 
なお、受信施設が設置されてから１０年近く経過し、施設の老築化に伴う改修や維持管理の費用負

担等が問題となり、防衛施設庁、受信施設組合、市との協議の結果、各受信施設を市から各組合に所

有権の移管をし、その後、受信施設の改修を行い、さらに今後予想される維持管理等の費用を見込ん

だ額を事前に国が組合に支払うという別紙覚書を関係者で取り交わし、問題解消を図った。 
また、新たに、平成元年度にも２棟の高層住宅の建設が始まり、同様にテレビ共同受信施設組合が

結成され、問題解消を図った。（移管は、平成元年３月に４組合、平成２年３月に１組合（なお、４

組合については既に解散の連絡を受けている。）） 
なお、平成２３年７月２４日に地上デジタル放送へ完全移行されることに伴い、北関東防衛局が地

上デジタル電波受信障害調査（平成２２年２月２３日～平成２２年３月８日）を行った結果、受信状

況は良好で横田飛行場内の建造物の影響による受信障害はないとの報告を受けている。 
 
各組合及び覚書は次のとおりである。 

組 合 名 障害施設 対象戸数 解散日  

熊川地区テレビ共同受信施設組合 高架水槽 約１５０戸 平成１７年９月４日  

武蔵野台一丁目地区テレビ共同受信施設組合 放送施設 約６５戸 不明  

原ヶ谷戸地区テレビ共同受信施設組合 高層住宅１棟 約３２０戸 平成１６年３月３１日  

牛浜・原ヶ谷戸地区テレビ共同受信施設組合 高層住宅１棟 約２４５戸 平成２１年３月３１日  

原ヶ谷戸・本町地区テレビ共同受信施設組合 高層住宅２棟 約３４０戸 平成１１年９月３０日

 
 

覚 書 
 

福生市 地区テレビ共同受信施設組合長 を甲、国（東京防衛施設局長 西蓮寺 治）を

乙、福生市（市長石川彌八郎）を丙として、丙立会いのもとに甲・乙間において次の条項により 地

区におけるテレビジョン電波共同受信施設の改善等に関する覚書を取り交わす。 
（受信障害改善対策） 
第１条 乙は、横田飛行場内の高層建築物が原因となって、別図に示す区域内に生ずるテレビジョン

電波受信障害（以下「受信障害」という。）の障害対策として設置された、テレビジョン電波共同

受信施設（以下「受信施設」という。）の各機材等の老築化に伴い、甲の構成員のために必要な受
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信障害改善対策を講じるものとする。 
（改善の方法） 
第２条 乙は、前条に掲げる改善対策をたてるため実施した受信状況（劣化度）調査の結果により、

各機材等の更改に必要な改善対策をたてるものとする。 
２ 前項の「必要な改善対策」とは、共同アンテナ設備より各戸の戸口保安器、又はアパートの

戸数保安器までの一切の改善対策をいう。 
（費用の負担） 
第３条 前条の第１項の規定に基づく各機材等の更改に必要な改善対策及び次条に掲げる維持管理

に要する費用は、乙の負担とする。 
 
（費用負担後の措置及び維持管理） 
第４条 乙が行う受信障害改善対策等は、この覚書により実施した費用負担をもって完了するもので

あり、費用負担後における措置及びその維持管理は甲の責任において処理するものとする。 
（支払方法） 
第５条 第３条に掲げる費用は、別に定める契約書に調印後、甲の支払い請求に基づき支払うものと

する。 
（受信施設の帰属） 
第６条 この覚書によって設置される受信施設は、甲に帰属するものとする。 
（相互協力） 
第７条 甲・乙両者は、本障害対策の改善について相互の立場を尊重し、互譲の精神を持って自主的

に協力するように努めるものとする。 
（協議） 
第８条 この覚書に関し、当事者間に疑義が生じたとき、又はこの覚書に定めのない事項については、

丙の立会いのもと、甲・乙の協議の上、解決するものとする。 
覚書の取り交わしに際し、本覚書３通を作成し、各自記名押印の上、各１通を保有する。 
 

平成 年 月 日 
 
 

甲 福生市 地区 
共同受信施設組合 
組合長 

 
乙 東京防衛施設局長 

西蓮寺 治 
 

丙 立会人福生市長 
石 川 彌八郎 
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（３）航空機事故対策 
（事故と安全対策） 

基地施設の設置、運用により発生する事故被害は近年多岐にわたっているが、横田基地に関しても、

平成２６年３、６、１１月の輸送機による部品紛失事故、平成２７年４月、平成２８年２月のヘリコ

プターの緊急着陸等あってはならない事故が度々発生している。幸い人家等には被害がなかったもの

の、どちらも一歩間違えば大惨事につながりかねない事態である。 
そのため、市では、事故発生の連絡と同時に、基地と国に対して事故防止及び安全対策に万全を期

するよう要請している。 
また、横田基地等の軍用基地に限らず、羽田や成田飛行場等の民間空港施設についても安全対策と

事故等に関する対策を講じているとはいうものの、基地周辺住民にとっては、こうした航空機事故の

不安はなかなか解消できないことから、原因を調査し、今後十分な事故防止策を講じることが必要で

あり、機会あるごとに強く申し入れているところである。 
航空機による事故は、万が一墜落事故が発生すれば大惨事につながることは間違いないところであ

り、昭和５２年９月横浜市緑区で発生した米軍機ＲＦ－４Ｂファントムの墜落事故は９人の死傷者を

出す不幸な出来事であった。こうしたことに対し、国は、昭和５３年９月に、航空機事故による被害

が発生した場合の連絡調整体制の整備及び提供施設、区域現地関係機関連絡会議の整備についての通

達を出し、昭和５６年２月、航空機事故等連絡調整体制の整備についての東京都関係連絡会議が発足

している。 
この会議は、「米軍及び自衛隊飛行場周辺航空事故等連絡会議」と称し、横田飛行場、立川飛行場、

入間飛行場並びに厚木飛行場周辺の東京都の区域において、米軍又は自衛隊の航空事故及び航空事故

に伴う災害が発生した場合の連絡調整体制を整備し総合的な応急対策の実施について連絡協議する

ことを目的としており、米軍、自衛隊、北関東防衛局、横田防衛事務所、東京都、警視庁、東京消防

庁、稲城市消防本部及び周辺市町の防災担当で構成し、航空事故等に関する緊急措置要綱を定めて臨

時会議がもたれている。 
また、昭和４０年１１月に横田基地司令官と周辺市町との間で「消防活動相互援助協定」が結ばれ

ていたが、消防事務の東京消防庁への委託に伴い、横田基地司令官と東京消防庁との間に「消防相互

応援協定」が結ばれ（昭和５１年１月２０日）火災等の不慮の災害に備えている。 
更に、福生市では、地震、台風、事故などによる大規模災害が発生した場合、相互に緊急的な救援

活動を行っていくことを確認し、災害対策に関する相互支援体制の強化を目的として、「防災及び災

害対策に関する在日米軍横田基地第 374 空輸航空団と福生市との合意に関する覚書」を平成 25 年

12 月 4 日に締結している。 
主な東京周辺の米軍航空機事故は次のとおりである。 
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東京周辺の主な米軍航空機事故一覧表 
事 故 発 生 日 機 種 事 故 内 容 

昭和 40 年 2 月 2 日 T-33 入間市へ墜落乗員２名死亡 
昭和 40 年 2 月 16 日 F-105 青梅市内の山林、農地に墜落、農地４ヘクタールが被害 
昭和 40 年 5 月 5 日 F-105 相模原市内へ墜落、死者２名、負傷者８名、家屋損害４戸 
昭和 41 年 9 月 12 日 輸送機 立川市の農地へ墜落 
昭和 42 年 2 月 1 日 F-105 府中市の多摩川へ墜落 

昭和 44 年 1 月 12 日 F-4 入間市の山林へ墜落、高圧送電線を切断したため、昭島市を始

め立川市、府中市、日野市の一部が停電した。乗員２名死亡。 
昭和 46 年 8 月 24 日 F-8J 横浜市旭区に墜落、山林、家屋及び自動車一部破損 

昭和 46 年 12 月 20 日 CH-46 横田基地滑走路南端付近へ厚木基地所属米海兵隊ヘリコプタ

ーが墜落、乗員７名死亡 
昭和 51 年 10 月 24 日 CH-53 瑞穂町の民家へヘリコプターの窓枠が落下 
昭和 51 年 11 月 2 日 C-1A 厚木基地内ゴルフ場に墜落、乗員６名死亡 
昭和 52 年９月 27 日 RF-4B 横浜市内へ墜落、死者２名、負傷者７名、家屋損害２戸 
昭和 53 年 4 月 21 日 VHP 米軍ヘリコプターが世田谷区内に不時着 
昭和 54 年 4 月 4 日 UH-1H 横浜市内に不時着 
昭和 58 年 4 月 4 日 セスナ 横田基地エアロクラブセスナ機オーバーライン不時着 
昭和 58 年 5 月 24 日 SH-2F 埼玉県飯能市の中学校校庭に不時着 ナイターでソフトボウル中  
昭和 59 年 10 月 17 日 UH-1N 神奈川県藤沢市へ墜落、乗員２名負傷 

昭和 60 年 8 月 7 日 UH-1N 米軍横田基地475部隊の借用ヘリコプター世田谷区の区民野球

場へ不時着 
昭和 61 年 4 月 7 日 EA-6B 三宅島沖東方約 20 ㎞の海上に墜落 
昭和 62 年 4 月 17 日 SH-3H 神奈川県大和市の住宅街空地にヘリコプターのドアが落下 
昭和 62 年 11 月 17 日 C-130 埼玉県比企郡小川町の民家庭先にアクセスドアが落下 
平成 2 年 3 月 18 日 KC-135 埼玉県比企郡鳩山町の水田にエンジンカバーが落下 

平成 2 年 3 月 30 日 ボーイング  
 747 型機 

米軍横田基地のチャーター機が離陸しようとした際に左内側

車輪がパンク 

平成 4 年 6 月 22 日 C-130 米軍横田基地の C-130 輸送機が神奈川県相模原市内の工場に

ライトカバーを落下 

平成 4 年 11 月 2 日 セスナ 米軍横田基地の小型プロペラ機が神津島空港で着陸に失敗し

伐採中の森林に突っ込んで停止 
平成 5 年 1 月 8 日 UH-1N 杉並区の中学校に不時着 
平成 5 年 4 月 29 日 F-14 厚木基地南東約 174 ㎞の太平洋上に墜落 

平成 8 年 4 月 19 日 C-130 横田基地所属のC-130 輸送機から物資投下訓練中 6.8 ㎏の砂袋

を緩衝帯に誤投下 
平成 8 年 5 月 11 日 C-141 横田基地内で米軍輸送機のブレーキ加熱による発煙事故発生 
平成 10 年 1 月 6 日 SH-60 米軍ヘリコプターが江東区の若洲ゴルフ場に不時着 

平成 10 年 10 月 29 日 C-9 
横田基地所属の C-9 がエンジンカバーの一部を落下 1.5ｍ×

1.5ｍ 場所は判明していない。 

平成 11 年 5 月 5 日 C-130 横田基地所属の C-130 が、午後 5 時 52 分頃基地の南 14km 付

近に、パラシュート付砂袋７Kg を誤って落下させる。 

平成 11 年 11 月 22 日 T-33 
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ンジン排気口の一部である直径６０ｃｍ、長さ９０ｃｍのテー

ルパイプを落とした。 
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（３）航空機事故対策 
（事故と安全対策） 

基地施設の設置、運用により発生する事故被害は近年多岐にわたっているが、横田基地に関しても、

平成２６年３、６、１１月の輸送機による部品紛失事故、平成２７年４月、平成２８年２月のヘリコ

プターの緊急着陸等あってはならない事故が度々発生している。幸い人家等には被害がなかったもの

の、どちらも一歩間違えば大惨事につながりかねない事態である。 
そのため、市では、事故発生の連絡と同時に、基地と国に対して事故防止及び安全対策に万全を期

するよう要請している。 
また、横田基地等の軍用基地に限らず、羽田や成田飛行場等の民間空港施設についても安全対策と

事故等に関する対策を講じているとはいうものの、基地周辺住民にとっては、こうした航空機事故の

不安はなかなか解消できないことから、原因を調査し、今後十分な事故防止策を講じることが必要で

あり、機会あるごとに強く申し入れているところである。 
航空機による事故は、万が一墜落事故が発生すれば大惨事につながることは間違いないところであ

り、昭和５２年９月横浜市緑区で発生した米軍機ＲＦ－４Ｂファントムの墜落事故は９人の死傷者を

出す不幸な出来事であった。こうしたことに対し、国は、昭和５３年９月に、航空機事故による被害

が発生した場合の連絡調整体制の整備及び提供施設、区域現地関係機関連絡会議の整備についての通

達を出し、昭和５６年２月、航空機事故等連絡調整体制の整備についての東京都関係連絡会議が発足

している。 
この会議は、「米軍及び自衛隊飛行場周辺航空事故等連絡会議」と称し、横田飛行場、立川飛行場、

入間飛行場並びに厚木飛行場周辺の東京都の区域において、米軍又は自衛隊の航空事故及び航空事故

に伴う災害が発生した場合の連絡調整体制を整備し総合的な応急対策の実施について連絡協議する

ことを目的としており、米軍、自衛隊、北関東防衛局、横田防衛事務所、東京都、警視庁、東京消防

庁、稲城市消防本部及び周辺市町の防災担当で構成し、航空事故等に関する緊急措置要綱を定めて臨

時会議がもたれている。 
また、昭和４０年１１月に横田基地司令官と周辺市町との間で「消防活動相互援助協定」が結ばれ

ていたが、消防事務の東京消防庁への委託に伴い、横田基地司令官と東京消防庁との間に「消防相互

応援協定」が結ばれ（昭和５１年１月２０日）火災等の不慮の災害に備えている。 
更に、福生市では、地震、台風、事故などによる大規模災害が発生した場合、相互に緊急的な救援

活動を行っていくことを確認し、災害対策に関する相互支援体制の強化を目的として、「防災及び災

害対策に関する在日米軍横田基地第 374 空輸航空団と福生市との合意に関する覚書」を平成 25 年

12 月 4 日に締結している。 
主な東京周辺の米軍航空機事故は次のとおりである。 
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平成 16 年 7 月 19 日 H-60 
横浜市泉区上空で米海軍のヘリコプターが機関銃に使う弾丸

（長さ約 7ｃｍ、口径約 7.6ｍｍ）計 200 発が入ったジュラル

ミン製ケースを落とした。 

平成 16 年 8 月 10 日 Ｓ3 空母ステニスの艦載機Ｓ3 が北硫黄島に墜落、パイロット 4 名

死亡 

平成 16 年 8 月 19 日 UH-1N 横田基地所属の UH-1N がエンジントラブルのため、横浜市西

区港みらいのヘリポートに緊急着陸した。 

平成 16 年 8 月 21 日 C-130 

横田基地友好祭において、瑞穂町上空で C-130 よりパラシュー

ト降下をするため、米海軍所属の軍人が下方を確認した際に、

ヘルメットを落とした。ヘルメットは瑞穂町の工場敷地内で発

見された。 

平成 16 年 11 月 2 日 UH-1N 横田基地所属の UH-1N が、コックピットでの異常を察知した

後、沼津市の野球場に、安全点検のため事故予防着陸した。 

平成 16 年 11 月 23 日 UH-1N 横田基地所属の UH-1N が、コックピットでの異常を察知した

後、調布飛行場に、安全点検のため事故予防着陸した。 

平成 17 年 4 月 14 日 EA6B 

米軍艦載機 EA6B が厚木基地～海～キャンプ富士～横田飛行

場～厚木基地のルートで飛行し、厚木基地に着陸した際に、

「はしご」がないことに気づいた。「はしご」は約 1.2m、約

6.8kg、アルミ製 

平成 17 年 4 月 14 日  FA18 米軍艦載機 FA18 が厚木基地～相模湾～厚木基地のルートで飛

行した際、模擬弾のフィン（アルミ製）を落とした。 

平成 17 年 5 月 7 日 UH-1N 横田基地所属の UH-1N が山梨県南都留郡鳴沢村の駐車場に統

制緊急着陸した。 

平成 17 年 6 月 16 日 KC-130 

米軍海兵隊普天間基地所属の KC-130 が岩国基地離陸後から横

田基地の間に、着陸灯カバーを紛失していた。着陸灯カバーは

大きさ約 15cm×厚さ約 10cm の円筒形のプラスチック製、重

さ約 700ｇ 

平成 18 年５月２２日 C‐2 
厚木基地所属の C－2 輸送機が厚木基地から岩国基地へ向かう

途中、平塚市周辺上空でエスケープハッチ（60ｃｍ×60ｃｍ、

約 13kg）を落下した。 

平成 19 年６月 13 日 UH-1N 横田基地所属の UH-1N が横浜市金沢区のサッカー場に緊急着

陸した。 

平成 19 年９月 27 日 E‐767 
航空自衛隊浜松基地所属の E-767（早期警戒機）が操縦席のブ

レーキに関係するライトが点灯したため、横田基地に予防着陸

した。 
平成 20 年６月 11 日 UH-1N 横田基地所属の UH-1N が相模川の昭和橋付近に予防着陸した。 

平成 20 年７月 10 日 UH-1N 
横田基地所属の UH-1N が横田基地から南に３，２００メート

ル、上空１５０～３００メートルを飛行中にペットボトルを落

とした。 

平成 20 年７月 14 日 C-130 
横田基地所属のC-130が北へ１００マイル（160キロメートル）

地点までの往復飛行を行った後の点検で、ＩＦＦアンテナが脱

落していることが判明した。 

平成 22 年 9 月 13 日 UH-1N 横田基地所属の UH-1N が、計器の異常を示したため、予防的

に調布飛行場に着陸した。 

平成 23 年 10 月 27 日 UH-1N 横田基地所属の UH-1N が、計器の異常を示したため、安全点

検・事故予防のため、調布飛行場に着陸した。 

平成 25 年７月 30 日 C-130 
横田基地所属 C-130 輸送機が、バッテリーを覆うアルミ製のカ

バーパネル（５インチ×８インチ：Ａ４の紙程度）を紛失。飛

行中に落下したものかどうか、紛失原因等の詳細は不明 
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平成 25 年 12 月 16 日 MH－60 米海軍第５空母航空団所属 MH-60（多目的ヘリ）が神奈川県

三浦市に不時着・横転した。乗員４名のうち、２名負傷 

平成 26 年３月 25 日 C-130 
横田基地所属 C-130 輸送機が、機体前部の乗組員乗降口ドア下

に取り付けられているアルミ製パネル（３インチ×５インチ）

を紛失 

平成 26 年３月 26 日 C-130 
横田基地所属 C-130 輸送機が、機体頭頂部に張られているアン

テナ（長さ 60 フィート、直径約 0.5 インチ、重さ約 10 ポンド）

を紛失 

平成 26 年６月３日 C-130 横田基地所属 C-130 輸送機が、アルミ製ラッチ（掛け金）

（5.5cm×1.8cm）を紛失 

平成 26 年 11 月 25 日 C-130 横田基地所属 C-130 輸送機が、アルミ製ラッチ（掛け金）

（5.5cm×1.8cm）を紛失 

平成 27 年４月 30 日 UH-1N 
横田基地第 459 空輸中隊所属の UH-1 が、岩国に向かう途中、

トランスミッションの注意ランプが点灯したため、広島県三角

島に予防着陸した。 

平成 28 年 2 月 29 日 UH-1N 
横田基地第 459 空輸中隊所属の UH-1 が、赤坂プレスセンター

に向かう途中、エンジン警告灯が点灯したため、調布飛行場に

予防着陸した。 
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米軍及び自衛隊飛行場周辺航空事故等に関する緊急措置要綱 
 

米軍及び自衛隊飛行場周辺航空事故等連絡会議規約に基づき、緊急措置要綱を次のとおり定める。 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、米軍又は自衛隊の航空事故等が発生した場合における緊急連絡及び被災者に対

する救援活動等の応急措置活動について必要な事項を定めるものとする。 
（連絡者の設置及びその任務） 
第２条 各関係機関に別表１「航空事故緊急連絡者職名表」に定める連絡者及び副連絡者（以下「連

絡者」という。）を置き、事故の通報、救援活動等の連絡に当てるものとする。 
２ 連絡者等は、米軍又は自衛隊の航空事故等を知ったときは、別表２「航空事故通報経路図」によ

り、他の関係機関の連絡者に直ちに通報するものとする。 
３ 各関係機関は、別表１「航空事故緊急連絡者職名表」に変更があった場合は直ちに北関東防衛局

へ通知し、北関東防衛局は他の機関へ通知するものとする。 
（緊急連絡通報の内容） 
第３条 前条の規定による通報は、次に掲げる事項について行うものとする。 
（１）事故の種類（墜落、不時着、器物落下等） 
（２）事故発生の日時、場所 
（３）事故機の種別、乗員数及び積載燃料量、爆発物等の危険物積載の有無 
（４）その他必要事項 
（現地連絡所の設置） 
第４条 航空事故等が発生した場合、関係機関が事故の規模、態様により現地連絡所等を設置したと

きは、相互に緊密な連絡に努めるものとする。 
２ 米軍機事故の場合は北関東防衛局が、自衛隊機の場合は、自衛隊が設置する現地連絡所にあって

は、事故に関する情報交換及び被災救援に関する連絡等の円滑化に努めるものとする。 
この場合において、他の関係機関は可能な限りこれに協力するものとする。 

（救急及び救急活動） 
第５条 航空事故による災害発生に伴う関係機関の救急及び救急活動の分担並びに協力については、

米軍機事故及び自衛隊機事故のそれぞれについて、別表３「被災者救援活動分担表」に掲げるとお

りとする。 
（被災者救援の優先） 
第６条 事故現場を管轄する関係機関は、あらゆる措置を講じ被災者の救急及び救援に努めるものと

する。 
（被害調査の協力） 
第７条 関係機関が被害調査を行うに当たっては、現場活動に支障のない限りにおいて相互に協力す

るものとする。 
（要綱の改正） 
第８条 この要綱を改正する場合は、連絡会議規約第５条に定める会議において検討し改正するもの

とする。 
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附 則 
この要綱は、昭和５６年４月１日から施行する。 
 

以下、附則省略 
 
（注）別表１「航空事故緊急連絡者職名表」及び別表３「被災者救援活動分担表」については省略 
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米軍及び自衛隊飛行場周辺航空事故等に関する緊急措置要綱 
 

米軍及び自衛隊飛行場周辺航空事故等連絡会議規約に基づき、緊急措置要綱を次のとおり定める。 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、米軍又は自衛隊の航空事故等が発生した場合における緊急連絡及び被災者に対

する救援活動等の応急措置活動について必要な事項を定めるものとする。 
（連絡者の設置及びその任務） 
第２条 各関係機関に別表１「航空事故緊急連絡者職名表」に定める連絡者及び副連絡者（以下「連

絡者」という。）を置き、事故の通報、救援活動等の連絡に当てるものとする。 
２ 連絡者等は、米軍又は自衛隊の航空事故等を知ったときは、別表２「航空事故通報経路図」によ

り、他の関係機関の連絡者に直ちに通報するものとする。 
３ 各関係機関は、別表１「航空事故緊急連絡者職名表」に変更があった場合は直ちに北関東防衛局

へ通知し、北関東防衛局は他の機関へ通知するものとする。 
（緊急連絡通報の内容） 
第３条 前条の規定による通報は、次に掲げる事項について行うものとする。 
（１）事故の種類（墜落、不時着、器物落下等） 
（２）事故発生の日時、場所 
（３）事故機の種別、乗員数及び積載燃料量、爆発物等の危険物積載の有無 
（４）その他必要事項 
（現地連絡所の設置） 
第４条 航空事故等が発生した場合、関係機関が事故の規模、態様により現地連絡所等を設置したと

きは、相互に緊密な連絡に努めるものとする。 
２ 米軍機事故の場合は北関東防衛局が、自衛隊機の場合は、自衛隊が設置する現地連絡所にあって

は、事故に関する情報交換及び被災救援に関する連絡等の円滑化に努めるものとする。 
この場合において、他の関係機関は可能な限りこれに協力するものとする。 

（救急及び救急活動） 
第５条 航空事故による災害発生に伴う関係機関の救急及び救急活動の分担並びに協力については、

米軍機事故及び自衛隊機事故のそれぞれについて、別表３「被災者救援活動分担表」に掲げるとお

りとする。 
（被災者救援の優先） 
第６条 事故現場を管轄する関係機関は、あらゆる措置を講じ被災者の救急及び救援に努めるものと

する。 
（被害調査の協力） 
第７条 関係機関が被害調査を行うに当たっては、現場活動に支障のない限りにおいて相互に協力す

るものとする。 
（要綱の改正） 
第８条 この要綱を改正する場合は、連絡会議規約第５条に定める会議において検討し改正するもの

とする。 
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別表２ 
航空事故通報経路図 

 
１ 目撃者からの通報経路 
 

目 撃 者 等 
１１０ １１９ 

 
所轄警察署 警 視 庁 東 京 消 防 庁 所轄消防署 

稲城市消防本部 
 
 
 

北関東防衛局 関 係 市 町 
 

米 軍 自 衛 隊 
 
 

横田防衛事務所 東 京 都 庁 
 
 
 
２ 米軍又は自衛隊からの通報経路 
 

所轄警察署 警 視 庁 東 京 消 防 庁 所轄消防署 
稲城市消防本部 

 
 

北関東防衛局 関 係 市 町 
 
 

米  軍 自 衛 隊 
 
 

横田防衛事務所 東 京 都 庁 
 

凡 例 
米軍航空事故等に係る通報経路 
自衛隊航空事故等に係る通報経路 
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別表２ 
航空事故通報経路図 

 
１ 目撃者からの通報経路 
 

目 撃 者 等 
１１０ １１９ 

 
所轄警察署 警 視 庁 東 京 消 防 庁 所轄消防署 

稲城市消防本部 
 
 
 

北関東防衛局 関 係 市 町 
 

米 軍 自 衛 隊 
 
 

横田防衛事務所 東 京 都 庁 
 
 
 
２ 米軍又は自衛隊からの通報経路 
 

所轄警察署 警 視 庁 東 京 消 防 庁 所轄消防署 
稲城市消防本部 

 
 

北関東防衛局 関 係 市 町 
 
 

米  軍 自 衛 隊 
 
 

横田防衛事務所 東 京 都 庁 
 

凡 例 
米軍航空事故等に係る通報経路 
自衛隊航空事故等に係る通報経路 
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（４）横田基地内燃料漏れ事故経過 
年  月  日 内                                  容 

H.5 10.25 ・横田基地内でジェット燃料漏出判明 

 

11.1 ・厚生省から東京都衛生局へ、環境庁から環境保全局へ連絡が入り、水質検査の実施を要請  

11.2 ・都の衛生局と環境保全局は、それぞれ周辺の井戸水、河川水の水質検査を行った 
11.4 ・東京都都市計画局多摩開発企画室から 16：30 頃プレス発表 

・福生市は、5 時頃毎日新聞社より事実を知る 
・防衛施設庁より 20：00 頃プレス発表  

11.5 ・米軍よりプレス発表 
・福生市、昭島市は、それぞれ基地並びに防衛施設庁に対し、抗議および早期原因究明等の要請を 
  行う 
・同様に、横田基地周辺市町基地対策連絡会でも、5 市 1 町首長連名による要請を行う 

 

11.10 ・東京都都市計画局も同様主旨の要請を行う 
H.6 6.3 ・「燃料漏出に関する報告」として、メモ程度の文書が横田防衛施設事務所から届けられる 

 

6.6 ・周辺 5 市 1 町事務担当者は、「報告」の詳細を聞くため、横田基地広報部へ出向く 
6.13 ・基地周辺 6 市町長連名により、漏出燃料早期除去等の要請を行う 
8.31 ・燃料漏出に関し早期除去等の要請を再度行い、今回は初めて、環境庁にも要請を行った 
10.7 ・平和資料協同組合準備会が、情報公開制度を利用して、米国側から事故に関す 

  る分析結果の公文書を入手しプレス発表を行った  
10.18 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
11.4 ・連絡会 6 市町の基地対策担当者により、東京防衛施設局施設部長と環境庁水質保全部課長補佐に 

それぞれ面会し、事故のその後の状況を聴取  
11.7 ・東京都都市計画局より、外務省から入手した第１段階の調査の原文が送付された(11 月 4 日付) 
11.8 ・東京都都市計画局より、原文の一部（調査概要）の訳文が送付された 
11.11 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会として、6 市町長連名により基地内燃料漏出の現場確認の要請 

  を文書により行った  
11.16 ・東京防衛施設局長から、燃料漏出に関し、連絡会代表幹事である福生市長宛に回答文書が届く 
11.30 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
12.16 ・福生市議会横田基地対策特別委員会が開催され、燃料漏出に関し、経過報告等を行う 

H.7 1.25 ・東京防衛施設局長より、燃料漏出に係る第二次調査の中間報告書が届く(H7．1.20 付) 

 

2.22 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、中間報告書の検討並びに今後の対応について協議 

2.27 ・横田基地周辺市町 6 市町長連名により、漏出燃料の早期除去、現場確認につき再度要請するとと 
  もに、今後の報告等については、理解できる形で速やかに開示されるよう要請  

5.8 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
5.12 ・横田基地において環境保全に関する説明会を行った（助役及び公室長出席） 

・米軍から日米合同委員会環境分化委員会に最終報告書が提出された  
5.19 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
5.23 ・横田基地周辺市町 6 市町長連名により、再度最終報告書の開示等文書にて要請 

「要請先：横田基地司令官、東京防衛施設局長、環境庁」  
7.3 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
8.16 ・横田基地周辺市町 6 市町長連名により、再度文書にて要請 

（要請内容：漏出燃料の早期除去・漏出現場確認・除去作業の実施時期及び方法） 
「要請先：横田基地司令官、東京防衛施設局長、環境庁、東京都知事」 

・横田基地、広報官に５項目の質問メモを提出し、８月２２日までに回答を依頼 
 

8.18 ・横田基地、広報官から質問メモに対する回答が幹事市（昭島市）に電話である 
8.21 ・東京防衛施設局長から要請に対する回答が幹事市（昭島市）に文書にてあり 
8.23 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
10.3 ・横田基地司令官から現場確認について日程調整あり 
10.5 ・昭島市長、企画部長、係長、福生市長、公室長、課長で司令官と現場を確認 
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10.12 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催。その席で東京都を通じ最終報告書が届く 
H.7 10.18 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会として最終報告書の開示を踏まえ、安全性の確保と再発防止に 

  つき要請 （要請先：横田基地司令官・外務省・東京防衛施設局・環境庁・東京都） 

 

 
11.9 ・東京防衛施設局から要請についての回答が届く  （１１／２付） 

11.17 ・東京都都市計画局長及び環境保全局長の連名により、除去作業の早期完了や除去作業の方法、現 
  場の確認等につき要請 
  （要請先：在日米軍司令官・横田基地司令官・外務省・環境庁・東京防衛施設局長）  

H.8 1.11 ・１１／１７に要請を行った結果、環境庁で進捗状況説明会あり（課長、係長出席） 

 

1.31 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会職員により基地視察を行い、現場確認を行った(助役、担当職員) 
2.2 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会として、環境庁の説明、基地現場確認を踏まえ、さらに定期的 

  な報告書の開示や、現場確認につき要請（要請先：横田基地司令官・環境庁・外務省・東京防衛 
  施設局長・東京都）  

３～４ ・昭島市、羽村市、立川市、福生市が経過を広報に掲載した 
5.9 ・４月１５日付けで基地司令官から昭島市長宛に手紙が届き、幹事市の立川市から送付された 
5.16 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会として、その後の経過等につき質問書を提出 
5.24 ・基地広報部において上記質問書の回答を得る 
7.8 ・基地視察及び現場確認（環境庁・外務省・防衛施設庁・東京都・５市１町） 
10.23 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会として、その後の経過等につきメモによる質問書を提出 
11.7 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会調整会が立川市で開催され、横田基地、広報部長から 10 月 23

日に提出した質問書に対する回答を得た 
（オブザーバーとして東京都政策報道室、補佐出席）  

11.25 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会職員により現場確認 
12.12 ・現場確認の際、質問書をメモにて基地に提出。その後現場確認 

（環境庁・防衛施設庁・厚生省・外務省・東京都・五市一町）  
H.9 2.5 ・上記質問事項に対する米軍の回答を外務省経由で得る 

 

5.8 ・２月の米軍回答に対する再質問を外務省経由で米軍に提出 
5.29 ・現場視察及び確認（環境庁・外務省・防衛施設庁・厚生省・東京都・五市一町） 
7.9 ・５月の再質問についての回答を外務省経由で得る 
12.17 ・現場視察及び確認（環境庁・外務省・防衛施設庁・厚生省・東京都・五市一町） 

H.10 7.6 ・現場視察及び確認（環境庁・外務省・厚生省・防衛施設庁・東京防衛施設局・横田防衛施設事務 
  所・東京都・五市一町） 

 

 
7.13 ・AM9:40 分頃基地南側引込線のポンプステイション付近で新たな航空機燃料（JP-8）約３０～５ 

  ０ガロンが漏れる事故が発生した  
7.16 ・上記事故について、都と五市一町連絡協議会として、口頭要請を行った 

H.11 5.14 ・現場視察及び確認（環境庁・外務省・厚生省・防衛施設庁・東京防衛施設局・横田防衛施設事務 
  所・東京都・五市一町）   

H.12 6.28 ・現場視察・及び確認（環境省・外務省・外務省・防衛施設庁・東京防衛施設局・横田防衛施設事務 
所・東京都・五市一町）   

H.13 7.12 ・現場視察及び確認（環境省・外務省・防衛施設庁・東京防衛施設局・横田防衛施設事務所・東京都 
五市一町）   

H.15 5.16 ・燃料漏出事故の最終報告（環境省・外務省・防衛施設庁・五市一町） 

 
6.6 ・福生市安全宣言 
11.26 ・環境省説明 環境省は燃料漏出事故について，除去作業は適切に行なわれ、周辺住民の健康につい 

て懸念すべきものはないと考え、これ以上の要請を行なう予定はないとの説明があった。  
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（４）横田基地内燃料漏れ事故経過 
年  月  日 内                                  容 

H.5 10.25 ・横田基地内でジェット燃料漏出判明 

 

11.1 ・厚生省から東京都衛生局へ、環境庁から環境保全局へ連絡が入り、水質検査の実施を要請  

11.2 ・都の衛生局と環境保全局は、それぞれ周辺の井戸水、河川水の水質検査を行った 
11.4 ・東京都都市計画局多摩開発企画室から 16：30 頃プレス発表 

・福生市は、5 時頃毎日新聞社より事実を知る 
・防衛施設庁より 20：00 頃プレス発表  

11.5 ・米軍よりプレス発表 
・福生市、昭島市は、それぞれ基地並びに防衛施設庁に対し、抗議および早期原因究明等の要請を 
  行う 
・同様に、横田基地周辺市町基地対策連絡会でも、5 市 1 町首長連名による要請を行う 

 

11.10 ・東京都都市計画局も同様主旨の要請を行う 
H.6 6.3 ・「燃料漏出に関する報告」として、メモ程度の文書が横田防衛施設事務所から届けられる 

 

6.6 ・周辺 5 市 1 町事務担当者は、「報告」の詳細を聞くため、横田基地広報部へ出向く 
6.13 ・基地周辺 6 市町長連名により、漏出燃料早期除去等の要請を行う 
8.31 ・燃料漏出に関し早期除去等の要請を再度行い、今回は初めて、環境庁にも要請を行った 
10.7 ・平和資料協同組合準備会が、情報公開制度を利用して、米国側から事故に関す 

  る分析結果の公文書を入手しプレス発表を行った  
10.18 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
11.4 ・連絡会 6 市町の基地対策担当者により、東京防衛施設局施設部長と環境庁水質保全部課長補佐に 

それぞれ面会し、事故のその後の状況を聴取  
11.7 ・東京都都市計画局より、外務省から入手した第１段階の調査の原文が送付された(11 月 4 日付) 
11.8 ・東京都都市計画局より、原文の一部（調査概要）の訳文が送付された 
11.11 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会として、6 市町長連名により基地内燃料漏出の現場確認の要請 

  を文書により行った  
11.16 ・東京防衛施設局長から、燃料漏出に関し、連絡会代表幹事である福生市長宛に回答文書が届く 
11.30 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
12.16 ・福生市議会横田基地対策特別委員会が開催され、燃料漏出に関し、経過報告等を行う 

H.7 1.25 ・東京防衛施設局長より、燃料漏出に係る第二次調査の中間報告書が届く(H7．1.20 付) 

 

2.22 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、中間報告書の検討並びに今後の対応について協議 

2.27 ・横田基地周辺市町 6 市町長連名により、漏出燃料の早期除去、現場確認につき再度要請するとと 
  もに、今後の報告等については、理解できる形で速やかに開示されるよう要請  

5.8 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
5.12 ・横田基地において環境保全に関する説明会を行った（助役及び公室長出席） 

・米軍から日米合同委員会環境分化委員会に最終報告書が提出された  
5.19 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
5.23 ・横田基地周辺市町 6 市町長連名により、再度最終報告書の開示等文書にて要請 

「要請先：横田基地司令官、東京防衛施設局長、環境庁」  
7.3 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
8.16 ・横田基地周辺市町 6 市町長連名により、再度文書にて要請 

（要請内容：漏出燃料の早期除去・漏出現場確認・除去作業の実施時期及び方法） 
「要請先：横田基地司令官、東京防衛施設局長、環境庁、東京都知事」 

・横田基地、広報官に５項目の質問メモを提出し、８月２２日までに回答を依頼 
 

8.18 ・横田基地、広報官から質問メモに対する回答が幹事市（昭島市）に電話である 
8.21 ・東京防衛施設局長から要請に対する回答が幹事市（昭島市）に文書にてあり 
8.23 ・横田基地周辺市町基地対策連絡会を開催し、今後の対応を協議 
10.3 ・横田基地司令官から現場確認について日程調整あり 
10.5 ・昭島市長、企画部長、係長、福生市長、公室長、課長で司令官と現場を確認 
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（５）市政世論調査の結果 
市では、３年毎に市民の定住意識や生活環境に対する評価、市政の各分野についての意向などを把

握し、今後の行政施策の参考に資するため世論調査を行っている。平成２７年度に行われた調査結果

は次のとおりである。 
 
［調査の概要］ 
調査地域：福生市 
対 象 者：市内在住の満２０歳以上の個人 ２，４００人 （有効回収数 １，１４５人） 
抽出方法：層化二段無作為抽出法 
調査方法：郵送法 
調査時期：平成２７年７月２７日～８月１７日 
 
〔横田基地の賛否〕

問 横田基地について、日頃あなたが考えていることに最も近いものを、次の中から１つだ

け選んでください。（○は１つ）

＜図表６－１＞横田基地の賛否

横田基地の賛否を聞いたところ、「あってもやむを得ないが、騒音対策や生活環境整備に力を入れ

るべきだ」（ ％）が約６割で最も高く、これと「国政上の問題であり、あってもやむを得ない」

（ ％）、「国の防衛政策上のための施設であり、あって当然である」（ ％）の３つを合わせた【肯

定派】（ ％）が８割台半ばと高くなっている。（図表６－１）
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過年度の調査結果の推移をみると、【肯定派】は平成 年度以降８割台で推移している。「あっても

やむを得ないが、騒音対策や生活環境整備に力を入れるべきだ」は平成 年度に比べて ポイント

増加している。（図表６－２）

＜図表６－２＞横田基地の賛否／過年度推移
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問 横田基地について、日頃あなたが考えていることに最も近いものを、次の中から１つだ

け選んでください。（○は１つ）
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るべきだ」（ ％）が約６割で最も高く、これと「国政上の問題であり、あってもやむを得ない」

（ ％）、「国の防衛政策上のための施設であり、あって当然である」（ ％）の３つを合わせた【肯

定派】（ ％）が８割台半ばと高くなっている。（図表６－１）
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［横田基地のあり方］ 

問 平成 年３月に自衛隊との共同使用が開始されましたが、横田基地はどうあるべきだと思

いますか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ）

＜図表６－６＞横田基地のあり方

横田基地のあり方を聞いたところ、「米軍と自衛隊とで共同使用するべきだ」（ ％）が４割強で

最も高く、次いで「日本に返還して福生市など関係市町のまちづくりにも使えるようにするべきだ」

（ ％）、「民間空港にするべきだ」（ ％）となっている。（図表６－６）

過年度の調査結果の推移をみると、「米軍と自衛隊とで共同使用するべきだ」は平成 年度以降４

割台で推移し、「日本に返還して福生市など関係市町のまちづくりにも使えるようにするべきだ」は

平成 年度以降２割台後半で推移している。（図表６－７）

＜図表６－７＞横田基地のあり方／過年度推移
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（６）基地との交流 
横田基地との交流は、団体や個人の民間レベルでも行われており、日米相互の親善を図るうえで大

きな成果を上げている。 

 

ア．福生・横田交流クラブ 

平成元年３月に発足した福生・横田交流クラブは、基地に居住や所属をしている外国人、これに

関連した団体との文化交流を通じ、国際的相互理解を深め、国際親善を促進することを目的として

おり、現在約１００名の会員がいる。 

会の行う行事としては、日米親善パーティー、ゴルフ大会、商工会青年部・青年会議所の協力を

得て外国人の御神輿や空軍バンド等の七夕祭りへの参加等を実施している。 

 

イ．航空自衛隊横田基地協力会 

平成２２年１１月に発足した航空自衛隊横田基地協力会は、航空自衛隊横田基地とその周辺住民

との相互理解と親睦を図り、航空自衛隊との友好、協力に努めるとともに会員相互の親睦を深め、

併せて防衛意識の普及啓蒙と周辺自治体の発展に寄与することを目的としており、現在約２２０名

の会員がいる。 

会の行う行事としては、航空自衛隊横田基地との交流事業、視察研修会、各種式典・祝賀会など

を実施している。 

 

ウ．日米友好祭 

基地を一般に開放する唯一の催し物で、毎年８～９月頃の土曜・日曜の２日間行われ、多くの若

者や家族連れ、航空機マニア等が訪れる。 

米軍や航空自衛隊の航空機の展示、また、アマチ

ュアバンドの演奏、和太鼓も行われるなど日米の交

流の場でもある。平成２４年から、航空自衛隊横田

基地も参加している。会場には、ホットドッグ、ハ

ンバーガーなどの売店も出ており、毎年約１５～２

０万人の人出で賑わう。 

なお、友好祭には車で来る人も多く、基地周辺の

交通渋滞や基地の中に駐車場がないため、路上駐車

等の交通上の問題が発生している。 

このため、市では基地に対し基地内に駐車場を確保するか、できない場合には、公共の交通機関

を利用するよう呼び掛けるなどＰＲを徹底するよう要請している。 

日米友好祭風景 

写真データ 

⑬Ｈ27 友好祭 

144 
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いますか。次の中から１つだけ選んでください。（○は１つ）

＜図表６－６＞横田基地のあり方

横田基地のあり方を聞いたところ、「米軍と自衛隊とで共同使用するべきだ」（ ％）が４割強で

最も高く、次いで「日本に返還して福生市など関係市町のまちづくりにも使えるようにするべきだ」

（ ％）、「民間空港にするべきだ」（ ％）となっている。（図表６－６）

過年度の調査結果の推移をみると、「米軍と自衛隊とで共同使用するべきだ」は平成 年度以降４

割台で推移し、「日本に返還して福生市など関係市町のまちづくりにも使えるようにするべきだ」は
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＜図表６－７＞横田基地のあり方／過年度推移
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エ．福生七夕祭りへの参加 

福生七夕祭りは昭和２６年から始まったが、基

地がこの催しに参加するようになったのは、第１

０回の昭和３５年に米軍等のパレードが行われた

ことからである。 

第１６回からは民謡パレードが始まり一層賑や

かさを増し、ハッピ姿の米兵やその家族達が七夕

ダンサーズをつくって参加するようになり、第６

２回（平成２４年）からは航空自衛隊横田基地の

隊員も参加している。 

 

オ．フレンドシップサークル（日米婦人交流） 

公民館の事業として、昭和５０年に始まり、昭和５９年からは自主的な活動を行い、市民サイド

での交流が行われている。 

この事業が始まる少し前に、米軍基地の関東集約（ＫＰＣ

Ｐ）が行われ、横田基地に婦人や子どもなど、家族も移動し

てきたことから、こうした人達にも日本文化の正しい紹介、

理解が得られるようにと米側将校婦人達からの働きかけが教

育委員会にあり、日米婦人文化交流事業として始まった。 

現在は、日本側では市内や周辺の施設見学、伝統行事の紹

介を行い、米側ではアメリカの年中行事の紹介や基地内の施

設の見学等を行い、相互の交流を図っている。 

 

 

 

カ．上記の外に各種の文化的事業やスポーツ等の交流 

語学指導を通じて個人的な交流や市民会館等での将兵による音楽会を通じての交流、クリスマス

行事に伴う養護施設等への訪問、市内外の行事への参加（さくら祭り等への参加）、ロータリーク

ラブ、ライオンズクラブ、青年会議所等との交流、フロスト・バイト・ロードレース、リトルリー

グ、日米の身体障害者の人達とのスペシャル・オリンピック大会、基地内のバスケットボールチー

ムとの日米交流試合等、スポーツを通じての交流も行われている。 

外人みこし 

民謡パレード 

写真データ 

⑰外人みこし 

写真データ 

⑯七夕おどり 
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